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•..... •ユ森会長が現地入り、

境神戸支部長から状況

纏告を受ける （平7.1.24)

本会の震災直後の支援策は、阪神大震災救

援対策本部（別表 l)において企画 ・実施し、

第31回定期総会（平成7年 6月陀日）以後は、

当該対策本部を改祖した阪神 ・淡路大震災対

策特別委員会（別表？）において支援策を企

画 ・実施した。

その救援 ・支援策は、次のとおりである。

闘E災者に対する対策

義援金

本会会員並びに全国税理士（会）、全国税

理士共栄会、 その他業界内団体及び関係企

業 ・団体等から寄せられた総額約3憶 8千

万円の義援金のうち、

NHKを適じて 3.000万円

また、愛のポランティア会から

日本赤十字兵庫県支部に 500万円

を贈った。

D被災者に対する対策

眉 被災地会員に対する事業

囮 税務行政当局等に対する

要望等

t 税に関する相談事業

1, 税務相談事業

本事業そのものの実施結果は、別表3

~7のとおりである。

この事業は、平成8年2月からの所得

税確定申告期における「大霙災被災地域

支部 (l3支部）における由告相談」（別表

7)を除けば、すべて本会において募集

したポランティア応募者によって実施し

たものである。

震災直後の「税金よろす相談」に対す

る応雰者延ぺ 1.559名及び平成8年 2月

からの「被災納税者のための広域甲告相

談」への応募者？．488名について、その

募集応募者の希望日を考慮した割当及ひ

欠員 ・変更の調整、更には、震災税務研

修会の実施等短時間の中て大変な事務皇
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であった。今にして思えば、不十分な利

用であったかも知れないが、コンピュー

タの利用なくして、この事務遂行は不可

能てあったと思われる。

何れにしても、被災者のために税務の

専門家としてその使命を全うしようとい

う熱い思いが全会に溢れていたのを、今

もなお思い返すことができる、その熱気

の中での事業てあった。

／e, 税務相談実施のための事業

① 税務相談事業のPR

イ 例年のテレピスポット広告を中止、

これに替わる「税のホットライン開

催中」（静止画）を放映

ロ NHKテレビ番組「阪神大窟災 l

ヶ月」やラジオ大阪「聞いて得する

税百科」等に出演して「税のよろす

相談」開設のPR

八朝日 ・読売新聞（平成7年2月23

日）に「税のホットライン」開設の

広告を掲載

R相談担当税理士に対する研修

イ 震災関連の税に関する特別立法等

に関する研修会を、窟災直後の「税

金よろす相談」の担当税理士に対し

実施（平成7年？月 3日、 8日、 18

日）

口 平成8年ゼ月からの所得税確定申

告期間中の「被災納税者のための広

域甲告相談センター」に従事する担

当税理士に対し、震災税務に関する

研修会を実施（平成7年12月？1日、

E2日、平成8年 1月17日）

税理士会の対応

被災地支援のため、よろず相談所の打合せ・震災特例研

修会に多数の会員が参加 (H.7.2.3 本会会議室）

被災された方々 のために
税理士がお答えします

税oポットライン開設中
ff06-943-4604 

午前10欝～午後4詩

近畿税理士会

---| 
例年のテレビスポッ トを急きょ変更

車による移動相談・空き地を見つけて

車による移動相談・天気のよい日は外で相談
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l 会員の安否・被災状況の把握

震災直後は、電話・交通網が遮断され、

会員との連絡は不可能であった。その後、

支部長と連絡しつつ、神戸新聞（平成7年

1月E9日）に会具に対する安否情報の提供

方の呼掛け、公衆電話を利用するなどして

事務局職員を総動員して当った結果、 1月

EB日までには、被災地会員2,608人中E翌 8

人、 2月6日までには、 2,558人の安否が確

認できた。しかし、残り41人の会員に対し

ては連絡がつかす、避難所あるいは被災地

外に身を寄せていると思われた。

そこで、事務局職員が手分けして事務

所・自宅を訪ね、そこで得た情報をもとに

避難所を訪ねるなどして、 2月l8日までに

は、従来からの行方不明者 6人を除く2,603

人全員の安否を確認し終えた。

被災状況の把握については、全壊・半壊・

一部損壊の区分が難しく、又、支部におけ

る情報収集の基準と違うことなども手伝っ

て困難を極めたが、義援金の配分基準をも

とに本人の申出等により、一応の情報を把

握した。

被災状況の把握については、県・市町で

も区々であり、基準の設定は極めて困難で

あるが、少なくとも本会・支部においては、

同一基準を予め設定しておくことの必要を

痛感した。

2 義援金の募集と分配

(l) 募 集

平成 7年 1月26日付で、被災地会員を

除く会員に対し、義援金の募集を行った。

その結果、本会会員 5,840名より88,123,

883円の義援金が寄せられた。

この募集については、本募集が遅く既

に他の団体等に寄付したとの批判や、会

員に対する義援金なのかどうかが明確で

ないとの批判があったことは反省しなけ

ればならない。

(2) 分配

義援金の分配についても、その基準設

定に苦虐したが、被災状況届出書（別表

B)をもとに、次の基準によることとし

た。

第 l次分配 第 2次分配

本人死亡 I,000, 000円 200,000円

家族死亡 500,000 100.000 

事務員死亡 100. ODD D 

本人重傷 100. 000 50,000 

全半壊 170.000 40,456 

一部損壊 50,000 D 

又、義援金の分配基準が被災程度と必

すしも一致しない（建物以外の事務機器

等の被害、関与先の状況等は、把握でき

ない部分がある）ことを補完サる意味も

あって、義援金の一部を支部見舞金とし

て交付し、被災会員のために有効に使っ

てもらうこととした。

前記配分基準に拠り、

第 1次の義援金の配分：

平成 7年5月25日～l2月27日

第 2次の義援金の配分：

平成 8年 1月9日に配分した。

（平成 7年l荏月20日付で被害状況申

出を締め切ることを、会報No.380、平成

7年lE月5日号で会員に周知）

義援金についての収支報告、個人宛明

細は、次のとおり。



税理士会の対応

義援金収支報告
（平成 8年 1月Z3U)

収支計算書 （吊位：円）

女 出 の 部 収 入 の 部

科 H 金 額 摘 姿 科 H 金 額 摘要

NHKへの義援 ※ (A) 本会会員から入
令

30,000,000 
木人死亡 4 金

89,123,883 

災害救助法適用 家族死亡 6 
地域13支部宛見 50,003,000 事務員死L 3 
舞金 木人重傷 2 

全半壊 763 
個人宛見舞金 237. 227. 928 一部損壊

， 

l, 3 5 3 

採込手数料 517, 15Y 

送付案内文害等
182,800 

の送料

現命吉留送料 580 

封恰代に充当 20,237 

合 計 317,951, 704 

個人宛見舞金明細

_j段（第 1次個人宛）

卜段（残余分個人宛）

本人死亡
1,000,000円

＇ 200. OOOf'I 

家族死亡
500,000円

100,000円

事務員死亡
100,000l'J 

木人 亜傷
100. 000円

5 0, 0 00 |’l 
I -―-------

全 半 壊
170,000円

40,456円

一部損壊
50,000円

9.． 

義援金の分配について、もっと早くし

てもらえないかとの要望があり、この点

については、被災状況の把握が時の経過

によって被災者自身変わってくるという

事情もあり、困難な問題である。しかし、

ー・

H税連・単位会
169,159,339 

から入金

関連団体から入
金

55,100,000 

取引先関係等か
2. 9 5 0, 0lIO 

ら人金

木会支部等関係
I, OaO, 000 

者から入金
I 

雑収入 568,,182 頂金利息

人ロ 計 317,951,704 

I 対象件数 金 額

4 4,800,0001'1 

6 3,600,000円

3 300,000円

i 

2 300,0001'1 

763 160,577,928円

1,353 67,650, 0001'/ 

延 2,131 237,227,928円

被災地会員全員に一律の交付を先す行っ

て、その後、第 E次で被災に見合う交付

を考えるなどの方法も、検討されるべき

ものと思われる。
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3 共済塞金からの見舞金の交付

本会会費から l人当り年額？，400円（平

成8年度からは 2.500円）を共済基金とし

て積立て、この基金から火災・台風・洪水

等による災害に対する見舞金を交付するこ

ととしている。

しかし、この基金が予定した災害は、今

般の大震災のような大規模なものではなく、

その備えがない。

この点、救援対策本部でも議論が集中し

たが、被災者 764人（申出による）に対し、

一律30,000円（総額EE,9ED.000円）を交付

した。

この結果、共済基金は枯渇に瀕すること

となった。多額の金員を、何時起こるか分

からない事懇に備えて積立てておくことに

は問題がないわけではないが、危機筐理は

正にかかる事態への備えをいうのであって、

経済的合理性とは本来相容れない次元のも

のである。何らかの対応を検討すべきもの

と思われる。

4 特別融資の斡旋

畏災直後に日税連会長を通じて、国民金

融公庫に被災会員への特別融資について要

望し、その斡旋を行った。

しかし、その後地方公共団体等がより有

利な融資に関する措置を決めるなどしたた

め、この斡旋は利用者が少なく、中途半端

なものに終った。

令にして思えば、融資情報の提供の方が

より有効であったように思われる。

5 震災税務に関する情報の提供

震災税務の取扱い（法令・遅達、税務上の

取扱い）について、全会員に送付した資料

は、特例措置、臨時措置を含めて次のとお

りである。

平7.l.26 l.阪神大震災に係る税務上

の取扱いについての資料

災言等を受けた納税者の

救済措置

2.兵庫県南部地震により多

大な被害を受けた地域にお

ける申告納付等の期限の延

長の措置こついて

3.災害等による期限延長の

甲請の手続のお知らせ

平7.2. 3 災害に係る申告所得税の取扱

い（局・所得税課）

平7.2.3・8 災害による法人税・消費税・

源泉所得税の取扱い（局・法人

税課、消黄税課）

）） 被災酒類に係る酒税の救済措

置（局・酒税課）

）） 災害に伴う納税の猶予等の取

扱い（局・管理課）

平7.ビ． 5 大阪国税局からのお知らせ

（会報） 各税に対する期限延長、救済

措置について

平7.3. 6 所得税申告関係資料

l.阪神・淡路大震災に係る

翌時特例法、地方税法、災

免法の改正及び関係政令の

改正内容

？．災害減免法又は雑損控除

の取扱いについて

3.大震災に係る質疑応答集

（局・対策本部提供）

臨時特例法関係

簡易な計算関係

4.研修会等における質疑応

答集事例（研修部作成）

5.家財の明細に閃する参考



資料

平7.3. 7 「阪神・淡路大震災への税制

上の対応について」の資料

l.申告期限等のお知らせ

2.阪神・淡路大震災への税

制二の対応について

3.大震災に関する諸費用の

法人税の取扱い

4.地方税に関する税制上の

措圏

平 7.5.15 阪神・淡路大震災における税

務上の取扱いについて

（会報） （雑損控除関係等についての

照会事項に関する局の回答）

平 7.6. 5 同（続）

（会報） （同）

平 8.l. 5 所得税関係質疑応答集(99問）

平8.l. 24 被災地における個人住民税の

災害減免条例と雑損控除の取扱

いについて

6 その他の措置

① 事務所設置についての特例措圏（仮事

務所の容認）

⑮ 被災会員の変更登録の無料扱い

⑭ 被災会員に対する事務所表示板・税理

土バッチの無粒交付

④ 被災地外の会員に対し、「顧問税理士の

被災に伴い、当該顧問先企業から被災地

外税理士に業務委嘱された場合の対応に

ついてお願い」（第八編資料参照）

7 震災時におけるソフト開発について

1税務相談事業遂行に際してのコンピュ

;：禾二。ついて、次に記述しておく］

震災発生後、本会のコンピュータにてソ

税理士会の対応

フト開発を庁ったのは次のとおりであった。

ます、会員の安否確認を電話により行う

ため、被災地の会員及び被災地に自宅を置

く会員の名薄を作成した。会員名簿の内容

は、氏名・事務所・自宅． T団を登載し、事

務所・自宅・事務所／自宅兼用別に、事務

所・自宅の被災状況（全壊・半壊・一部損

壊）や、本人・家族・事務員の被災状況（死

亡・重傷・軽傷）が記入できるように会員

名簿を作成した。その後、ある程度、会員

の安否の確認が済んだ後、上述名簿を基に

被災状況を入力するプログラムを作成し、

支部別被災状況一覧表や全壊者名簿等を作

成した。後に、会員から被災状況を雷面に

より提出するようにし、その被災状況を入

力し、処理を行うこととなった。

次に、義援金の募集に伴い入金に関する

事務処理を手作業で行っていたが、処理が

追いつかす、集計もとまどっていたため、

義援金入金者のデータの入力（登録番号・

入金額等）と集計を行うシステムを開発し

た。その後、義援金を会員に被災状況別（全

半壊・一部損壊や本人・家族の破災状況等）

に配分するため、前述の被災状況を入力し

たシステムと連動し、システム開発を行っ

た。配分にあたっては、振込先の入力が必

要となったが、振込するための書類を作成

するプログラムを作成したことで省力化が

図られた。

さらに、被災者のために設置した税務相

談会に税理士を各会湯に割り当てる処理に

ついて、応募された会員の名簿を作成し、

割り当てるための基礎資料とした。名簿の

内容は、氏名・従事希望日・日数などを登

載し、 2名の割当者によって行われたが、

かなりの労力を費やしたため、翌年度も同

様に税務相談会を開催した際には、税理土
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の割当を自動的に行うシステムヘと改良を

行った。その後、税務相談謝金の支払処理

や支払調書の作成へとシステムは拡大して

いった。

主なシステム開発については以上の 3点

であるが、地震発生後どのような処理を行

うのか不確定であり、短期間でのシステム

開発を要求されたが、不十分でありなから

もとり急ぎ開発し、後に改良を加えていっ

たのが硯状であった。

非常時におけるシステム開発など考えて

もいなかったので、ふりかえると次のよう

なことが大切であったと思われる。

lつに、発生時点でのデータの確立と他

のデータとの独立性を維持する必要がある。

これは、通常業務と震災に対応する業務と

を区別するため、発生日での会員のデータ

を確定するためである。

次に、システム開発をユーザーレベルで

可能にする手段・方法を考える必要がある。

最後に、システム開発に携わる者も含め

て全ての者が連携して業務処理を行うとと

もに、ユーザー個々がコンピューターシス

テムで何ができるのか日々理解しておくこ

とが大切である。

1 震災に係る租税特例措置等緊急要望等の

提出

0 第 l次平成 7年 l月23日大阪国税

局長等宛

「兵廂県南部地震に伴う緊急要望書」

0 第E次平成 7年3月8日大阪匡税

局長等宛

「阪神・淡路大震災に関する税務上の

取扱い等に関する緊急要望書」

0 第3次平成 7年4月E8日大阪国税

局長等宛

「阪神・淡路大震災に係る税務上の取

扱いに関寸る緊急要望書」

0 第4次平成 7年ID月1E日大阪国税

局長等宛

「阪神・淡路大震災に関する緊急要望

について」

〇 平成 7年ビ月 8日 兵庫県知事・兵胴

票下市町長宛

I地方税の申告・納付等の期限延長措

置についての緊急要望」

〇 平成 7年1E月 IEl 被災地ID市II町長

宛

「「災害減免制度」（地方税法・条例）

についてお尋ね」を提出

〇 平成 8年E月？日被災地ID市II町長

宛

「被災地における個人住民税について

「雑損控除」と『災害減免制度Jの選択

に関する取扱いについてお尋ね」

2 日税連会長に対し、法務省に「被災地の

中小会社の最低資本金達成猶予期限（平成

8年3月31日）の延長についての要望書」を

提出すべき旨要請

（これらの内容については、第ハ編資料参照）



税理士会の対応

別表 1

阪神大震災救援対策本部 （平成 7年 l月？0日設置）

本部長

副本部長

（会長）

（副会長）

森

春

坂

市

弓

統括本部貝（専務理事）

本部員 （常務理事）

総務担当 外村源太郎

財務担当 池田 隼啓

溝 端昭 雄

北 野 博 也

小寺桂太郎

池田茂雄

和田 昇

（幹事長）

業務担当

税対担当

広報担当

税政連担当

委員長

副委員長

委 員

北

境

南

小

池

林

野

中

川

田

也

燦

郎

彦

進

嗣

＼
 

）
 

平

典

博

牛
口

‘、
‘
9

好

本

川

岡

金次郎

幸雄

稔男

仁

隆

久保田

上月

高

渡

那

杉

別表 2

阪神・淡路大震災対策特別委員会

野

巳

邊

須

上

佐茂

佐々木

佐藤

菩國

吉田

英

正

省

佐

井

西

岡

勇

子

康

賢

七三夫

治

郎

安

豊

哉

三

慶

政

庸

悪

哲

藤

上

口

村

裕

悦

幸

忠

奥田

ハ文字

亀

宮

山

西

金

由

大

谷

志

治

雄

弘

井

口

川

田

田

岐

西

口

貞

常

定

和

（平成 7年 6月22日設置）

隆

福

屡

実

和

可

雄

男

郎

子

透

美

清
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別表 3

被災地域等の「税金よろず相談」実施状況

平成 7年 1月27H~ 2月15n （一部22日まで）

n 程 H 数 場 所

1月271:l~ 2月15R 20 兵店県南部中小企業総合相談所

（兵庫県・（於）神戸ハーパーランド）

1月27H~ 2月22口 26 緊急市民相諒

（神戸市・（於）神戸外国語大学）

2月6□ ~ 2月10H 5 蓉らしの相談

（鉦日新聞社・キャラバン隊）

2月6日～ 2月15日 90 9納税協会（よろす相談所）

［神戸・灘・須磨・兵庫・長田・芦屋・西宮］
伊月． i州本

2月6日～ 2月15n 10 移動相談所（学校等避難場所10所）
（マイクロパスによる）

2月6□ ~ 2月151:l 10 本部・税のホットライン

2月7H ~ 2月15口 ， 神戸支部事務局（ホットライン）

計 170ロ 24 所

平成 7年 2月16n~3月31日（本部・税のホソトラインは 4月281:lまで）

日 程 'H 数 場 所

2月16B~ 3月31口 3 5 本部・税のホットライン（継続）

2月16日～ 3月31日 3 1 神戸支部・税のホ J トライン（継続）

2月16日～ 3月31H 42 兵庫県南部中小企業総合相淡所（継続）

2月16n~ 3 J-l15H 20 芦届納税協会

2月161:1-3月15日 20 丘旧納税協会

2月16H~ 2月28日 1 3 移動相談•読売新聞社
2月16R-3月5日 1 8 移動相談・毎日新聞札

2月16日～ 3月7A l 4 神戸納税協会

2月19日～ 2月241::l 8 兵庫納税協会

27,28 B 

2月20B-2月28□ 7 二山市民会館

2月20[l～ 3月15H 1 8 尼崎洒販会館

2月20H~ 3月31H 29 北還付センター

2 H20H -3月31R 29 梅田スカイビル

2月20Fl-3月311:f 29 鴻池ピル束館

2月20H~ 3月15n 18 豊能納税協会

2月20日～ 3月15B 1 8 山陽電鉄・明石駅

3月8H ~ 3月15口 6 阪神パーク

4月3U ~ 4月28Fl 20 本部・税のホットライン（継続）

計 375R 1 7 会場

従事人員

42 

64 

5 

228 

40 

100 

27 

506}¥. 

従事人員

1 8 7 

72 

67 

96 

58 

1 3 

18 

4 7 

I 6 

34 

126 

251 

5 7 

5 7 

25 

35 

58 

40 

I 1,257人



税理士会の対応

別表 4

兵庫県住宅総合相談所

兵l屯！l！住宅建築総合センター

（平成 7年4月～平成 8年 39l) 
ー

↓

名

央

所

中

炎

戸

-
.. "
1
 

相

神

, ＿ 

ー

一

-

9
E
]

西=
1
 

-1
 

神

n 牧

92 

89 

82 

場

神｝哺中央区束川幻町 1-l -3 
災塞復典捻合村1,，炎センター

（神戸クリスタルタワー 5F) 

神｝ irti中央If芦Jt-迪 5-3 -l 
サンハル 2階

束 灘 90 

こ --i 

神戸市求灘区1t,1i束町 5-2
求消区役所北側

ヤ

相談耀H

n. *（祝祭n
を含む）

火 ・令

H・木

L -
水 ．l:

l -.. 1・っ

西

,.. 
玉

↓

l
 

届

i

呂

塚

88 

92 

88 

U

J

 
4
 

―
μ. 

？

地
一
敷斤

3
-
1
 

ー

町

務
松

t
浪

務
区

財

川

戸
li
神

市

西
I

.l"qト

J
I
'
 

巾、小＇

●

●

f

―

―

・

芦届市松浜町4-4 芦届公,~1内

両出市櫨塚町2-20 
西宮曲工会館？ F 

Ln ． 木 —I LI 

宝塚rti栄町 2-2 -1 
阪急宝塚駅前ソリオ 3

尼

淡

・

↓

崎

路
89 

90 

尼崎11i束ヒ松町 1-23-1 
尼虻市役所内

沖名郡北淡町涵島40 1 
北淡町民センター内

5 F 

火 ・金

9

、4
 

．
 

H
 

―

―

―

 水 ・金

月 ・水

祝

祭

は

休

． み

9 全 楊 8 0 0 H ! 1 II 1人1ll当 執務時間 ：午後 1時～同 4時

本部で実篇の税のホットライン、テレピCM放映中は電話

が鳴り続いた。(H.7.2.6~15)
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別表 5

「税金・法律・融資の無料相談所」

(7納税協会）

納税協 会 開 主瓜几 月 B 執務 時間 派遣人員
- -- -- -

＇ 4 /19 5 / 1 
5/2 5 /10 

13: 00-16: 00 
神戸納税 協会

5 /19 5 /23 
5 /26 5/31 1 3 

------- -----------------------

4 /14 4 /18 
＇ 

4 /25 5/9 14: 00-17: 00 

5 /15 

灘納税協会
4月5n ~ 5月311::l

13: 00-16: 00 8 
毎週水耀日（祝nを除く）

4 /11 4 /17 
5 /18 5 /23 10:00-12:00 

須磨納税 協会 5 /29 
＇ 

8 
-------------------------------------------

4 /24 4 /28 
13: 00-16: 00 

5 /12 

4/5 4 /10 

兵庫納税 協会
4 /19 4 /27 

13: 00-16: 00 8 
5/11 5 /17 
5 /22 5/31 

5/2 5/8 
長田納税協会 5 /11 5 /15 13: 00-16: 00 5 

5 /18 

西宮納税 協会
4月4日～ 5月30

13 : 00-16 : 00 l 6 
毎週火・金曜日（祝Hを除く）

芦屋納税 協会
4月12H~ 5月24R 

13:00-15:00 6 
毎週水曜n（祝Bを除く）

計 64 
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税理士会の対応

別表 6

被災者のための「広域申告相談センター」

H 程 日数 場 所 従卓人員
.. ~ ~ ~ 

覧
西宮北日センター 778 
JR三宮センター 235 

平成 8年
地 板宿センター 234 

3 1 
2 J-l l n ~ 3月15Fl ！大 中央会場（エビスビル） 93 

阪 キタ会場（大阪駅前第 1ビル） 256 
市 ミナミ会場（なんばウォーク） 80 
内 ※ ミナミのみ2/22休み

計 185ロ 6会場 | 1,676人

相談件数 19,072件

別表 7

大震災被災地域支部 (13支部）における申告相談」

（平成 8年 2月15R～同 3月15H)

こ 会場数 従事税理士延□数 処理件数

豊 能 ， 4 0 0 5,5 2 4 

神 戸 5 2 6 6 1,641 

灘 2 1 9 6 2,181 

須 磨 5 :i 3 5 4,8 5 6 

丘ノ ‘ 庫 8 3 9 9 5,6 0 0 

長 田！ 3 2 4 0 1,5 7 8 
l 

芦 屋 4 :j 1 5 11,928 

明 石 6 3 3 0 4,0 5 9 

西 宮 6 5 4 0 18,161 
＇ 

尼 崎 ， 4 6 7 5,7 4 6 

伊 丹 7 2 3 0 2,3 S 7 

洲 本 1 1 8 4 6 2 3 

木：l 5 6 0 5 4 2 

計 8 0 3, 8 6 2 6 4,8 2 6 
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a
 支部
の
対
応

．
 
施
簗

被災地支部に於ては、本部の方針に基つい

た支部の対応に加え、支部独自の会員への支

援施策かとられた。震災当日や、直後の支部

の状況はどうてあったか、貝体的にどのよう

な施策が行なわれたか等の項目について、被

災会員か存在する37支部に次の内容で報告を

求めた。

① 破災直後の役員等との連絡（安否確認

等）状況と、被災対応を話題とした役員

会の開催状況について。

R被災直後に支部として行った対応策に

ついて。

R 被父後の支部運営の基本方針について。

④ 上記⑲における具体的施策こついて。

1合今後の防災対策について。

◎ 支部事務局の被災状況と修復費用、移

転の状況、機能回復までの状況と期間。

報告の内容は、表現や様式に差異があり、

次の方針により収録した。

(l, 被災地支部を代表して、神戸支部からの

報告全文を掲載する。

12) 比較的軽微な被災支部ながら、被災地に

住居のある会員を擁し、あるいは被災地へ

の救援活動を積極的に実施した支部を代表

して、東支部からの報告全文を掲載する。

3) 各支部から報告があった項目については、

主要部分を抜粋し支部ことに掲載する。

被災直後の安否確認と

役員会の開催状況

眉 被災直後の支部の対応

被災後の支部運営の

基本方針

，，1具体的施策

今後の防災対策

•J 支部事務局の被災状況等
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支部の対応・施策

'(l) 正副支部長会の開催状況

支部長は地震発生直後から副

支部長等の役貴に連絡をとった

が、 4人の副支部長の内 3人に運絡がとれ

たのは l月l9日の夜であった。

l月？5日に正副支部長会を関催すること

を決定し、その時迄に各人が支部会員の安

否膚幸認をできるだけ多く収集することとし

たが、交通や通信の途絶えた中での被害状

況の確認は、まった＜予想すらもできない

ような状態であった。

1月25日の正副支部長会は比較的被言の

少なかった副支部長の事務所で開催し、次

のことを決定した。

① 神戸支部震災対策本部を設圏する。

⑫ 支部会員の被害状況の確認を至急実疱

する。

⑲ 税制についての緊急要望書を作成し、

本部を通じて関係官庁に要望する。（当日

中に作成し本部へ提出した）

④ 兵庫県、神戸市より依頼のあった相談

所に税理士を派演寸る。

⑮ 支部事務局に連絡係として、役員等が

交代で詰める。

(2） 事務局の使用状況

支部事務局の室内は片付けて使用できた。

事務局職員宅が全壊で遠方へ避難してお

り、出勤不可能のため、合鍵を複数作り、

〈役員会開催状況〉

役員を中心に支部会畏が交代で事務局に詰

めることにした。このことにより会員の被

災状況の確認や情華収集もできやすくなっ

た。

当番は午前ID時より午後 3時頃まで詰め、

その日の連絡事項や安否情報等を「事務局

当番メモ」として記録した。

(3) 会員の披災状況の把握

本部が洞査した会員の被災状況報告書に

より、税務相談具の担当依頼を行っていた

が、当初の連絡場所がその後に変わったり、

破害の状況も時闘の経過とともに変更され

ていることが多く、支部で被災状況を再確

認することとした。 E月 1日に全支部会員

に「被災状況調査協力依頸」を発送し、そ

の調査票の第一次集言tを2月13日に行い、

集計結果を 3月6日本部に報告した。全支

郭会員にも集計表を発送した。

(4) 役員会の開催状況

震災後の第一回役員会を E月14日の午後

1時30分より開催することを 2月 1日に決

定し、支部幹事40名と支部監事ビ名に通知

した。

通知文書が到着するのか、又、交通アク

セスの固題等で出席できるのかどうか危ぶ

まれたが、役員会の当日は幹事31名、監事

E名の出席があった。

出席者の服装は普段の役員会とは全く異

なって、スポーツシャツにジャンパー姿や、

スニーカーにリュックサックを背負って出

席し、それぞれの無事を確認し合った。

役員会の開催状況は次表のとおりである。

内

・阪神大震災対策会議設置の件

・り災納税者に対する税務相談の件
・事務同詰め当番の件

容 会 場 I出席者数

神税ビル 4階
31名

外 8名
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10 

I 

El 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

・慶弔規程第4条（災害見舞金）の件

7 • 3 • 27 ・阪神大震災による近税会神戸支部会費免除の件

．震災税務相談担当者に対する謝金の件

7 • 4 • 21 ・阪神大震災による近税会神戸支部会費免除特別規程の件

7 • 5 ・ 18 ・阪神大震災による近税会神戸支部会費免除特別規程の件

・シンポジウムの件

7 • 7 • 3 ・「改正税法について」研修会の件

．震災後の税理土業務に関するアンケード実施の件

7 • 9 • 4 ・兵庫県自由業団体連絡協議会による合同相談会開催の件

'-

7 • IO • 2 •平成 7 年分確定申告期の税務相談援助等の件

・「雑損控除及び黄産損矢にかかる翌年の処理等について」

7 • 11 • I の研修会開催の件

・税l里±記念日の諸事業の件

7 • 12 • 8 
•平成 7 年分確定申告時期の被災者のための税務相談所開
設の件

・税理±記念日の税金11D番の電話相絞員に対する謝金の
件

•閲大丸神戸店主催の r1 戸 l だ］は防災を考える日」のキ
ャンペーンに相談貝派遣に伴う測金の件

8 • 2 • 2 ・兵庫膿自由業団体による被災者に対する合同相談会開催

の件

・兵庫県自由業団体による震災復典アドバイザーの協力体

制に関する実務者事前打ち合わせを行うに当たって
．震災税務資料集の取り組みの件

① 被災直後の支部役員等との連

絡状況

26名
同上

外 1名

同上
27名

外 1名

固上
23名

外 ビ名

兵廂県教肖会館 37名
4階 外 E名

神税ビル 4階
31名

外 1名

兵庫県教育会館 30名
4階 外 3名

------

28名
神税ビ）レ 4階

外 5名

ポートビアホテル 31名

ダイヤモンドルーム 外 2名

27名
神税ピ｝レ 4階

外 1名

当時の会員数59名、うち42名

が被災。また、役員 9名中 6名が事務所等

全壊。そのうえ、比較的被害の軽かった支

部長が病気入院（平 7. 4. I副支部長が

支部長代行となる。）、副支部長 2名は、何

れも事務所兼自宅が全壊となった。

（外書は支郁監宅•本部理事）

平7.2. 2 灘納税協会 9名出席

平7.3. 23 同 7名出席

① 役員会の開催状況

平6.12. l8 7年 l月？7日に開催

する確定甲告期の説明

会・研修会の案内状発送。

平7.l. 20 7年 l月E7日開催予定の説明

会・研修会について善後策を協

議し、中止文書を発送すること

を決定 (3名出席）

辛うじて全壊を免れた役員が、震災当日、

役員等を個別訪問し、安否を確認した。

また他地域へ避難した役員もいて、連絡

もできなかった会員もいた。

たまたま近くに居た副支部長 2名が、随

時担当幹事を交えて連絡を取りあったとい

う状況だった。

⑮ 役員会の開催状況

平7.l. 24 確定申告期の割振り並びに説

明会・研修会の中止文書発送。

支部会員の安否の確認と損害

の程度を調査することを決定。

しかし電話の通話状態がきわめ

て悪く、不在の人や避難先不明



等のため、確認するのに日時を

要した。 (3名出席）

平 7.2. 14 垂水漁港ビルで支部役員会

l9名出席

0確定申告期における割振の承

認について。

0被災会員の被災状況申出書を

提出するように説明。

0支部選挙管理委員 3名の委嘱

について。

平 7.3. 31 市立高丸地区福祉センター

支部役員会 l8名出席

0第l5回定期総会の打合せ検討。

0震災被害者に対する見舞金支

給について。

0震災被害者の未確認者と、被

災状況申出書の末提出者につ

いて検討。

緊急を要する事案については、正副支部

長で決定し、役員会で事後承認を受けるよ

うにした。

① 被災直後の支部役員等との連

絡状況

遅信網の混乱のため、当初は

ごく一部の役員としか連絡が取れなかった。

また交通機関不通のため、役員会聞催も不

能であった。

震災後数日経って支部事務局に比較的近

い役員、交通手段のある者若干名で、林、

小島両副支部長及び鈴木総務委員長を中心

に災害対策担当を決め、会員の安否確認に

取り組んだ。

＠ 役員会の開催状況

平 7. 2. 20 役員会

0支部会員の被災状況報告

0被災会員への見舞金支給の件

0特別法成立後の税法研修会開催の

支部の対応・施策

件

0今後の税務相談について協議

① 被災直後の支部役貝等との連

絡状況

被災直後は、役貝の大半が連

絡不能、最初に連絡のとれた総務委員長と

ともに支部会員の安否確認・被災状況の情

報収集に努めた。

⑮ 役員会の開催状況

平 7．ビ． l5 長田納税協会 l3名出席

0支部会員の被災状況

0平成 6年度分確定申告期の税務援

助事業について

0阪神大震災に係る所得税等説明会

の開催について

① 被災直後の支部役員等との連

絡状況

震災直後は、通信・交通の途

絶に加えて被災会貝が他の場所に避難して

いるため安否確認は困難を極めたが、震災

発生当日より可能な限り実施した。

副支部長 3名が手分けして、①会員と直

接連絡出来た者巳会員相互の間で安否情

報を確認済の者 ⑲前記以外の末把握の会

員は、自転車・バイクを利用して会員宅や

事務所を回り一人づつ状況を把握した。

また、自宅等に避難先を表示したメモ等

も参考にした。

平成 7年 E月lO日現在の被害状況の確認

と併せて支部電話連絡網の整備を行い会員

に送付した。

⑮ 役員会の開催状況

支部役員15名の内、自宅の全壊 6名、半

壊 3名と過半数の者が被害を受け、地域外

に避難している役員もあり、全員が出席す

ることは不可能であり、開催する場所もな

く、最少の役員で随時開催した。
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平 7.l. l9 

平 7.2. l 

支部長事務所の付近路上にて

1月26日開催予定の平成 6年分

所得税確定申告に関する打ち合

わせ会の中止決定。（支部長・担

当副支部長・税務対策委員長）

会員に伝達方法がないので、

関催予定会場に渇示した。

税務署内にて

2月3日に緊急研修会を開催

することに決定。

研修項目は兵庫屎南部地震に

関する税制上の取扱いについて。

平7.2. 3 芦屋支部災害対策本部を設置

し、被災会員の合後の対策に努

めることとする。

本部長大藪千代子先生

研修会開催、参加者50名。同

日、納税協会と協議。

地区納税相談の中止決定。（支

部長ほか研修会に出席の役員）

平7.2. lD 納税協会にて、広報委員会開

催。

支部広報 ‘'Ashiya"の弓外

を発行する。

（支部長・担当副支部長・広

報委員長）

平 7.2. 13 • 15 • 16 • 23 
税務署にて

税金なんでも相談の打ち合わ

せ。

（支部長・担当副支部長・税

務対策委員長及び、税務対策委

員 3名）

平7.2. 28 納税協会にて、震災税務の研

修会開催。

被災直後の状況

l月17日から22日迄は、電話

不通等のため、一部の役員・会

員の安否確認にとどまった。

平7.l. 23 正副支部長会開催の予定であ

ったが、交通網途絶のため中止。

正副支部長会於事務局

4名全員出席、今後の対策を

協議

幹事会於事務局

II名中lD名出席

各役員が分担して全会貴の被

災状況の調査を決定

平7.2. 24 幹事会於事務局

11名全貴出席

全会員の安否・被災状況を把

握、震災関連情報の収集

震災直後は、電話・交通網の不全のため

役員会としての機能を果し得す、 2月に入

ってからようやく動き始めたといった状況

だった。

① 

笈 ① 

平 7.l. 28 

平 7.2. l 

被災直後の状況

1月17日12時頃、当支部の細

川副支部長が危ないとの連絡を

受け、直ちに自転車で行こうとするが道路

は亀裂し、ひび割れがひどく、また建物が

倒れて追を塞ぎなかなか通ることができ釘

令更ながら震災の大きさに競いた。

あちこちの遵路を迂回して漸く細川先生

の自宅に着いたが、 1階はつぶれ 2階がそ

のまま l階になっているような状況で、壊

れた窓から中を覗くと家の中は無茶苦茶に

なっていた。近くの人に浩息を尋ねると、

ご主人は落ちてきた梁の下敷きになりお亡

くなりになった、奥さんは必死で逃げられ

たが、少し怪我をされ救急車で病院へ行か

れたとのこと、余りのひとさに屹驚した。
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このような状況をみると他の会員の先生

の安否が気になり、家に帰るなり幸い電話

は適じていたので早速役員の先生方に雷話

をし、安否を問い合わピた。電話が通じな

いところは近くの先生に調査をお願いした。

また連絡の付かない先生のところは、自宅

まで行き、近くの避難所等へ調査こ行った。

細）1|先生以外では亡くなられた方、大き

な怪我をされた方はおられす、ひとます安

心したが、自宅や事務所が被害にあわれた

方は相当居られた。

l月24日には、本部より森会長、弓岡専

務理事が震災見舞に来西、会長以下想像し

ていたより西宮の被害が大きく吃驚してお

られた。

また、 1月30日緊急に役貝会を支部事務

局で開催したが、 23人の出席があり役員先

生方の元気なお顔を見たところ思わす胸が

一杯になり、挨拶の途中で涙ぐんでしまっ

た。欠席者の方も無事との連絡を受けー安

心した。

① 被災直後の支部役員等との連

絡状況

被災直後は交適、通信網が寸

断され連絡に難渋したが、困難のなか電話

で連絡をとりあって各役員の安否を確認し

た。

⑬ 役員会の開催状況

平7.2. l 会員の事務所や自宅の被災状

況並びに会員、会員家族、事務

所職員、その家族の被災状況や

死者、負傷者の有無、それらへ

の見舞方法等、阪神淡路大震災

に関する諸案件について協議し

た。

平7.2. 7 ファックスで書面審議。各役

員の意見をもとに、阪神淡路大

支部の対応・施策

震災被災に伴う税務処理等に関

して特別研修会開催を決定した。

（特別研修会開催 平成 7年

2月l7日）

平7.3. 27 被災者に対する税務援助のた

め、当地域所在の各種団体への

会員派遷を決定。

① 被災直後の状況

大震災当時の役員は、伊田哲

夫支部長が入院加療中であり、

また、交通、通信の不通被災等の事膚か

ら全役員の参集が困難であったから、主と

して支部長代行の奥智弘副支部長、小田長

正、谷本方彦両副支部長、倉本勝平総務、

奥村実経理担当幹事の 5名により被災対応

策を決め、これを全役員に連絡、了承を得

ることとした。

⑮ 役員会の開催状況

平7.I. 18 於伊丹第ーホテル

出席状況 ll名

平7.l. 24 於倉本事務所

出席状況 6名

平7.2. l 於倉本事務所

出席状況 6名

平7.2. 6 於伊丹税務署

出席状況 l3名

平7.2. 15 於伊円財務事務所

出席状況 92名

平7.3. 2 於伊丹納税協会

出席状況 6名

平7.3. 7 於倉本事務所

出席状況 5名

平7.3. 23 於伊丹第一ホテル

出席状況 6名

① 被災直後の状況

腰災当日、午前lD時より納税

協会で、税務署幹部を交えての
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会合を予定していた。

しかし、淡路島北部（北淡町）を震源地

とする大地霞の発生で、島外より出勤の署

員は出勤できす、島内北部（津名郡）の会

貝も全貴欠席ということで、会合は流会。

その後、淡路島北部を震源地とするとの

ニュース報道があると、島外に居る身内や

親戚・友人等からの問い合せ、お見舞の電

話が殺到、地震発生後 l週間程で漸く平常

に戻った。

島内では、津名郡の一部会員と連絡がと

れなかった以外洲本市と島南部（二原郡）

は、被害が少なく連絡もとれ、被災状況も

把握でき、支部会貞全員の無事が確認でき

た。

⑫ 役員会の開催状況

平7.l. 24 全体会議 (E名欠席）

確甲期申告相談割当等を議題。

情報交換、全員の被災状況を

把握できた。

平7.2. 3 役員会、 8名全員出席、於納

税協会

玉i国：
窯哀蕊慾紋怒必怒ぺ

畏災に伴う税務相談体制及び

被災会員への支援について

CD 役員会の開催状況

平7.l. 23 署・支部懇談会、支

琴四臼ぶ裕泌匁慾細逸 部役員会

阪神淡路大震災の被害状況の

把握、救援活動について協議。

対応について正副支部長会に一

任。

平7.2. 3 正副支部長会

l.本会の義援金募集に対して

の協力

？．被災会貝に対gるお見舞い

3.一般被災者に対し地域住民

としての義援金

平7.2. l6 支部役員会

阪神・淡路大震災の対応策

平7.4. l 支部役貝会

阪神・淡路大震災の救援活動

の総括

① 被災直後の支部役員等との連

絡状況

被災直後、総務担当副支部長

が支音聞長等と連絡をとるが、電話不通のた

め連絡できす。

取り敢えす支部事務局に自転車で出向く。

書庫、衝立て等が破損していたが被害少な

く、午前中で作業を終える。

当初、役員間も連絡とれままた、各々

関与先への対応に追われ、会員情報確認ま

で相当の朋閥を要した。

⑫ 役員会の開催状況

平7.l. 19 支部長・総務担当副支部長、

対応打合せ

平7.l. 30 正副支部長会、対応打合せ

平7.2. lD 正副支部長会、確申期事業を

含め令後の対応を協議

平7.2. l8 憩8寺役員会 以後の対応を協

讚

① 被災直後の状況

平成 7年 l月17日大震災当日

は東支部の会員を対象とした新

年経済講演会、所得税説明会及び会員懇談

会の開催日であり、会員も約150名出席の予

定であった。

震災発生後は酒信、交通網等が麻痺状態

になり、地震災害に関する正確な情報が得

られなかった。

東支部としては直ちに会合の中止を決定

し、支部長以下担当役員が手分けして開催

予定会場及び出席予定会員に対し、会合中

止の連絡をとった。経済講演会の講師が東



京より伊丹空港まで来られていたが、急遠

引き返して頂いた次第である。震災発生後

は電話通信が困難であったため、会員の被

災状況、安否の確認等は全くできない状況

だった。

平成 7年 l月l8El震災直後ではあったが、

新年度第 l回の正副支部畏会及ぴ束税務署

幹部との支部懇談会を開催し、畏災に関す

る情報交換をし、支部としても早急に被災

会員の確認に全力を尽くすことを決定した。

① 被災直後の状況

会員の事務所には被害なし。被

災地に自宅のある支部会員の被

災状況について、電話や会員からの情都に

よって安否確認。

⑫ 役員会の開催状況

平7.l. 26 正副支部長会

支部会員被災者のお見舞等に

ついて

被災直後の状況

平7. l. 20の「新年税務懇

談会」の開催準備を進めていた

が、大震災により、開催すべきかどうかに

ついて、先す会員の安否確認を兼ねて出席

の可否を尋ねた。

結果は、家屋の損傷はあったが、人命に

かかわる被害はなかった。

懇談会の席上、本部からの義援金募集が

あった楊合の協力要請をした。この場で 2

万円づつ集めようとの意見もあったが、本

郎の動きを待っこととなった。

⑰ 役異会の開催状況

平 7.2. 3 正副支部長会 5名出席

0阪神大腰災対策について

① 役員会の開催状況

開催日平成 7年 l月lB日

場所支部長事務所

支部の対応・施策

時 間 午 前8: 30-12: OD 

出席者支部長副支部長 8名

議題 0会員被災者の確認

0会員被災状況の屑幸団収集

0支部主催新春懇談会の中止。

正副支部長会議

開催日 平成 7年 1月26日困

湯所南納税協会会議室

時間午前日時～午後］時

参加者支部長副支部長

議題 0被災地戎に居住する会員に

対し被災状況報告をもとめ

る文書の発送

0被災地会員に対し見舞金賭

呈（会員l2名に対し各 2万

円）

役員会の開催状況

平7.l. 17 浪速税務署lE名

正副支部長並びに幹事

に連絡翌日の「確申説明会、

冬季懇親会」の実施可否につい

て協議

平 7.l. 18 春田支邪長事務所

正副支部長会 4名

本日予定の確申説明会は開催

実施、冬季懇親会は中止するこ

とを決定

会員被災状況調査

電話連絡網による甲し出要請

と会員名簿による被災地在住会

貴事務所への電話問合せ

平 7.3. 23 正副支部長会 6名

罹災会員援助金交付申訥

① 役員会の開催状況

平 7.l. 20 支部会館総務委員

会 3名

0支部会員被災状況、把握方
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法等について

平 7.l. 24 支部会館

0被災状況報告書を往復ハガ

キにて支部会員に送付

平 7.l. 26 支部会館厚生委旦会 7名

0支部会具消息確謬について

0見舞金及び義援金について

平 7.l. 27 支部会館正副支部長会 0名

0支部会員の被災調査につい

て

〇読売新聞社主催の「移動相

談所」へのボランティア活

動の参加について

平 7.l. 31 支部会館総務委員会 3名

0被災報告書集計

平 7.2. lD 支部会館厚生委員会 7名

0災害見舞金について

平 7.2. 14 支部会館正副支部長会 8名

0被災状況報告

0災害見舞金について

0災害に伴う特別研修会開催

について

① 被災直後の支部役員等との連

絡状況

0三田市在住の副支部長との連絡

つかす、その後連絡とれるも大阪へ出て

くるのは困難とのこと。

〇役員全員が一堂に会しての役員会は不可

能だったので、電話連絡により正副支部

長で次のことを確認。

0会員・家族の安否確認、自宅及び事務所

の被災状況の把握に全力を挙げる。

死傷者なし、自宅の全壊、半壊等多数

あることが判明。

0その後、本部からの依頼で、会員に対し

ファックスによる被害状況報告を求め、

又被災会員の転居先確認に努めた。

① 役員会の開催状況

平 7.l. 19 正副支部長にて状況

の把握方法及び令後の

対応策協議

平 7.2. 3 正副支部長会言義開催

平 7.3. l 正副支部長会議開催

① 被災直後の支部役貝等との連

絡状況

平 7.l. 20 正副支部長会 lビ時

~13時 7名全員出席

0緊急連絡網の再検討

切替用FAX使用者名簿

及び電話連絡叩用会員名簿の

点検

0 7年 4月実施の支部旅行の延

期（結局 7年度は中止）決定

0被災状況報告の照会文を発送

定例会及び確甲期事業説明会、

署よりの伝達及び改正適達等

説明会 l3時会員151名出

席。

0確申期税務相談の実施要領の

読明は支部税対委員会が行っ

た。

〇確申期相談の割当表配布

0平成 6年分確定申告の手引を

無料配布

0被災状況報告書の提出依頼

0平 6. 12. 3P見在の会員数等

正会員307名、準会具26名、う

ち被災地居住者・正会員57名、

準会員4名

（注） l月lB日開催予定の署・支部懇

談会は中止。

平 7.l. 31 ~見在の被災状況報告結果

正会員 307名中139名 (144名）

準会員 26名中l3名



正会員 準会買

事務所一部｝員壊 ?4件 l件

自宅全壊 3 (4) 

同半壊 6 (5) 

同一部損壊 ビ6 l 

負傷者会員 5名

゜同 家族 3 D 

平 7.3. 28 本部への被災状況幸屈告の提出

数

畢務所一部損壊 3件 自宅全壊 4件

自宅一部損壊 9 自宅半壊 6

会貝経 傷 4名

平 7.7. 26 支部慶弔規定により被災者へ

見舞金（一律 3万円）を、本人

申出により贈る。

止会員 l2名準会貴 E名

① 役員会の開催状況

平 7.l. 24 震災対応支部役員会

午後 l時～ 2時旭

区民ホール

出席者 正副支部長、支部幹

事全員

平 7.3. 28 震災対応正副支部長会

午前ll時～ 福寿会館

出席者正副支部長

平 7.5. 8 震災対応支部役員会

午前lO時～ 三府すし

出席者 正副支部長、支部幹

事全員

① 役員会の開催状況

平 7.l. 26 城束府税事務所、

出席者lO名

当日、府税事務所において、確申期五者

協議会が開催されたので、会議終了後、役

員会を開催し、被災会員に対する見舞金の

支給について検討した。

支部の対応・施策

① 役員会の開催状況

平 7.I. 23 支部役員会

東大阪税理土会館

出席者役員24名中21名出席

0支部会員の被災状況の把握

冒

① 事務局詰め

最初に確立させたのが、情報

発信・受信基地として役貝等の

事務局詰めを行ったことである。 1月26日

から 3月31日まで延べ126名の会員が事務

局に詰め、常時4~5人が打ち合わせをし

ながら意志決定をしていった。なかでも会

員の安否確認が最重要課題とされ、 ビ月 l

日に「被災状況調査協力依頼」を会員に発

送した。

包会員への緊急連絡

その時々の支部の状況、会員へ周知する

こと、協力の依頼、税務情報などを順次会

員へ緊急連絡した。

〈第 l回運絡事項平成 7年 l月？5日〉

0支部の状況報告

0本部を通じて関係機関への要望事項

0票・市の緊急税務相談に対りる取組開

始

0日税連義援金募集について

〈第 E回連絡事項 平成 7年ビ月 l日〉

0被災状況調査協力依頼

0地区相談・ターミナル相談・市民相談

室中止の通知

0緊急税務相談派遣税理士の協力依頼

0近畿税理士会主催による税務相談開催

の通知

0被災会員向けの特別融資の適知
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〈第 3回還絡事項平成 7年 2月l3日〉

0確定申告書の受取り方法について、確

定申告書の交付を税理士名で請求でき

るよう神戸税務署へ申し入れ、その結

果をまとめた。

これについては、「事務局当番メモ」の？

月gElに支部会員より「郵便事清等で届か

ないことも考えられるので、関与先の所得

税確定申告書をまとめて取りに行ったとこ

ろが、各納税者の委任状を持参するように

言われた。納税者・税理士・税務署の信頼

関係から、あまりにも杓子定規ではないか。

署に善処方お願いしたい。」の連絡が入って

いた。さらに E月10日のメモ「前日の支部

会員からの申し出につき、境ー燦支部長よ

り、神戸税務署個人 l統官へ申し入れlD時

半、税務署から曽処方の回答あり日時」と

記載されている。会員の要望に対し、税務

署の決断の早さに感心させられた。

⑬ 税務相談を実施

l月27日には兵庫県と神戸市の税務相談

に税理士を派運しているが、人の手配では

大変な苦労であった。相手の被災の状況が

わからないまま「神戸市産業振興センター

に行ってくれませんか」「神戸外大に行って

くれませんか」と頼むが「こんなに被災を

受けているのに行けませんよ」と怒られる

ことが度々であった。「お医者さんは人命救

助をしていますよ、弁護土さんは法律相談

を開始していますよ、是非お願いします」

と税務援助対策委員長のねばり強い説得が

続けられた。さらに自宅が垂水区や西区に

ある兵庫支部、須磨支部、明石支部の会貴、

加古川支部や姫路支部の会員に依頼をした。

税務相談についても、まだ国税局の方針

がでていないため、具体的な回答を出すこ

とができま「まだ申告をしなくてもいいで

すよ、隈簿や証憑が焼失したからと言って

悩まなくてもいいですよ、災害がやんでか

ら2カ月後の申告ですから等々」納税者の

心のケアだけをすればよいという状況が2

月下旬まで続いた。

＠ 研修会の開催

3月9日には会員に対し研修会を開催し

た。また、また「事務局当番メモ」によれ

ば、 2月16日副支部長がr午後 4時30分神

戸税務署個人 l統官来所 今回の災害立法

が確定したあと、立法内容を税理士会会員

に対し説明する方法を考えてほしいとのこ

と」と記載されているのに対し、 20日に副

支部長が「大畏災に伴う研修会開催決定

平7.3. 9困PMl : 30-5 : DD 兵庫県

教育会館神戸税務署資産斯得法人

源泉担当者」と記載があり、その日のう

ちに案内文を発送した。参加者は287名（当

時の会員数404名、準会員14名）もあり、資

料が全く足りない状態であった。

⑮ 会費免除制度の制定

神戸の被害が余りにも大きいこと、自宅

や事務所が全壊、半壊の会員が多数いるこ

と、神戸市の経済が逼塞りると思われるこ

と等を考慮すれば、せめて支部の会費だけ

でも免除すべきとの考えから、 3月27日の

役員会に「支部会費免除の件」の護題を提

出した。さらに議論を重ねた結果、 4月21

日の役員会で「阪神大震災による近畿税理

士会神戸支部会費免除特別規程」が決議さ

れ、同日より実施した。その内容は以下の

とおり。

〈阪神大震災による近畿税理士会神戸支

部会費免除特別規程〉

（免除対象会員）

第 l条次のいすれかに該当し、支部長

が承認した場合、近畿税理士会神



戸支邪会費を免除する。

0阪神大震災により、収入が 3割

以上減少すると見込まれるとき

0阪神大震災により、関与先件数

が3割以上減少すると見込まれ

るとき

0阪神大窟災により、財産が 3割

以上減少すると見込まれるとき

（対象年度）

第ビ条免除する支部会費は、平成 7年

度分及び平成 0年度分とする。

（申請手続）

第3条 申請手続き等は各年度ことに書

面で行うものとする。

付則 I. この規程は、平成 7年4月El

日の支部役員会の時より実施す

る。

① 会員（家族を含む）の被災状

況の把握につとめた。

⑫ 会員のほとんどが、程度の差

こそあれ被言を受けている状況のため、支

部よりの見舞金は見送らざるを得なかった。

⑬ 役員のほとんどが、非常な被害を蒙った

ため、一時支部運営も滞った。このためこ

れの正常化につとめた。

@ 5月の署支部懇談会を中止した。

固春秋のゴルフ大会及び秋の親睦旅行を中

止した。

ぃ① 会員の安否の確認及びその損

言状況の把握

⑮ 確申期が迫っていたため、震

災関連税法の取扱いについて出来るだけ多

くの情報を会員に提供するために研修会を

行った。

⑯ 確申期の税務署の被災者へ、納税相談な

どにどのように協力するか検討した。

＠ 被災会員に見舞金を支給することを検討

支部の対応・施策

した。

⑮ 被災状況申出書提出者については、り災

証明書等を参考に、 I見場検証か電話による

確認を行った。

＠ 物的被害状況の判定の変更については、

り災証明等により読明を求めて確認した。

① 災言対策担当役員によりビ月

3 El全会員に対し、被災状況に

ついて事務所、自宅、器具備昂

及び会貴家族等に被災項目を分け具体的な

被災状況報告の捷出方を依頼した。

⑫ 2月28日震災税務研修会

⑮ 融資について本部に要詞

なによりもます支部会員の安否

の確認及び被災状況の把握を最優

先さビ、税務当局との連絡も密に

行い、正確な清幸履収集にあたった。

また、その結果を支部会員被災状況報告書

としてまとめ、平成 7年 2月22日、長田納税

会館において支部会員60名の出席者に配布し

た。

なお、当El、かねてより杭務当局に要望し

ていた「阪神大震災に係る所得税等説明会」

を開催した。

1月中 支部会員の安否確認、被

災状況の把握に重点をおく。

本会と連絡、税務署との対

応にもとりかかる。

2月中 震災関連情報の収集。各支部との連

絡 (2月17日、兵庫第一支部連開催）。

確申、例年適り実行確認。

3月中 畏災関連研修会関催 (3月3日）

2月16日より 3月lD日迄、税対事業

として確申実行。以後延長分はボラン

ティアとして、会員より募集。

3月までの対応の重点としては

① 会員の安否確認、被災状況の把握
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⑮ 震災関連の税法上の措酋、税務署と

の対応、本会との連絡

以上に絞った。

に贈った。

支部独自に被災状況の情報を入

手し、支部慶弔規定に基づいて、

見舞金を正会員 E人、準会員 l人

① 会員の被災状況の調査、慶弔

規定の一部改正を協議

⑮ l月3lE3 平田日税連会長、

森会長、支部事務局をお見舞訪問

⑲ 2月 l日 平口西宮税務署副署長、藤井

所得 l統括官と「税のよろす相談所」開設

について打合せ。午後、本部の池田委員長

と納税協会の「税の相談」について打合せ

④ 2月3日 日税不動産情報センターと不

動産について打合せ

⑮ 2月6日 西宮税務署副署長らと打合せ

⑮ 2月8日 緊急役員会

相談所開設についての対応策を協議 (E3

程、従事メンバー等を決定）

⑦ 2月24日 研修会（雲災に伴う所得税雑

損控除の取扱い等、 150名出席）

⑮ 3月4日 支部役員会

本部に対する要望について協議

⑲ 被災地における「還付申告等税務相談」

宝塚市商工会館他 3ケ所で実施、 29日間、

延べ348人の会員が従事

⑮ 支部事務局で「被災者のための税の相談

所」開設、各新聞社、テレビ局へPR、西宮・

宝塚両市役所の前に立看板によるPR20日

閻、延べ40人の会員が従事。

先す、電話回線接続困難な中で、

支部事務局を通じて各会員の被害

状況の確認を行った。

その結果、当支部会員の被害は比較的軽微

と判断し、後に交通、通信状態が好転するに

及んで、大きな被害を受けた会畏が多数ある

ことが判明したが、確申期も近いところから、

地域への貢献を念頭に、被災者に対する税務

援助に役立てるため、災害に関する税務処理

の研修に力点を置いた。

一方、後に大きな被害を受けたことが判明

した会員に対し、支部として細やかながら見

舞舎を贈った。

①平7.l. l9 

イ．先す全役員に而会、電話等で

連終をとり、電話連絡網によっ

て全会員の被災、安否の状況把握を依頼

すること。（電話連絡網は各役員が会員12

名程度を分担している。）

ロ．総務担当において、照会文書を全会員

に発し、被害状況について回答を求める。

ハ．支部見舞金は、支部慶弔規定を準用し

て、事務所、住居を閻わす全壊 3万円、

半壊 2万円、一部損壊 l万円とし最恵3

万円を緊急に支出、交付する。

二． 1月l3日に新年例会で承謬をうけた 7

年分地区納税相談の人別、日割表につい

て、被災、負傷等でこれに従事できない

会貴は、その申出によって変更すること

とする。

以上を合意した。

⑭平7.l. 24 

被災、安否等の照会文書の発送と、すで

に電話運絡網、面接等で把握した状況の取

りまとめ。

⑲平7.2. l 

被災状況の取りまとめと、地区納税相談

の人別、日割表の一部変更について協議。

＠平7.2. 6 

申告期限延長に伴う相談従事人員の増員

について検討し、被災関連の雑損控除の取

扱い等について研修会を開催することの協



議。

⑮ 平7.2. 15 

雑損控除の取扱い等について研修会を閉

催。（講師伊丹署個人一統官）

⑮ 平7.3. 2 

申告期限の延長に伴い、 3月16日から 5

月31日までの地区納税相談会場と協力団体

からの要請のある会員派遷について、人別、

日割表を作成し、これを送付することの合

意。（期限延長は特殊事情であり、この期閻

に従事する会員には、支部から交適費、昼

食代として 3千円を支給することを決める。

従来は l千円である。）

⑦ 平7.3. 7 

本部からの被災状況に対する会員の回答

が、支部で把握したその取りまとめ分とが

相違するときは、本部報告のものに一致さ

せること、およびこれに伴う支部見舞金の

追加支出もあり得ることの合意。

＠平 7.3. 23 

本部へ会員の被害状況の親告、地区相談

会場への納税者の来所状況の検討、協議を

する。

0 その他

平 7.2. 5会員Y氏の母堂が死去されて、

平 7.2. Bり'l<lll時から神戸市西区竹野台の自

宅で葬儀か行われるとのこと。遅常であれば

三宮から神戸地下鉄へ乗り換えを含め 1時間

程度と聞いていたが、当時はまだ鉄道・道路

が寸断されていて、果たして時間に参列でき

るかどうか危惧されたが、とにかく間に合わ

せた結果

（伊丹——-（JR)三田 鈴蘭台乗換—-（神戸電

鉄）押部谷 （神姫バス）西神中央駅）のコース

で所要時間は 3時閻半から 4時間とのことで、

葬儀当日 7時にJR川西池田で支部長代行と

役員 2名の 3名が待ち合わせて、そのコース

支部の対応・施策

で出発した。途中どの乗り換え地点でも乗降

客で混雑し、とくに押部谷のバス待ちの人は

溢れるばかりで、時間の切迫にお互い気を揉

んでいたところ、折良く帰りのタクシーを拾

えて一同ほっとしたことであった。

焼香、見送りをすませ、昼食後、逆コース

で帰途につき 4時すぎに帰所したが、この I

日の行動で痛感したのは、鉄道、適路、適信

等公共機関の堅固な防災対策の確立と、速や

かな復旧に全力投球をしなければ、国の経済

的損失は計り知れないものがあるということ

であった。

① 2月6日～l6日税金よろす

相談所、税のホットライン 於

浜崎納税協会

支部役員・税務援助対策委貴か従事、 PR

不足もあって、相談者が少なかったのが残

念であった。震災直後の混乱した時期に行

うことがタイムリーであったかどうか反省

すべき点である。

⑮ 2月lD• l l日 嗅•新聞社主催による移

動相談バスにて、激震地に巡回相談

⑲ 5月末日まで週 2回 県主催の北浜町出

張相談

＠ 会員 (47名）には、事務所、自宅に多少

の損傷、人身事故なく、見舞金を贈る

⑮ 2月24日 震災税務研修会

① 会員被災者に対する見舞金の

贈呈

丸山宏（正会員）自宅損壊

古谷博治（準会員）事務所損壊

中嶋邦夫（準会員）事務所損壊

上記 3名に各 3万円見舞金贈呈

匂西脇市（西脇市福祉協議会）

義援金30万円

⑬ 会員全員に対して本部が行っている「阪

神大震災の被災者に対する義援金拠出方お
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願い」等に対する積極的な協力要請

役員会の決議にもとづき、支部

会員全員に往復八ガキで被害のお

尋ねを出し、また電話等において

も被害の把握につとめた。なお半壊、半焼さ

れた会員に対してはその状況を個別に確認を

した。

また、被災地域という事で、目前の確申期

指導と並行し、「地震に対するよろす相談」を

支那事務局に開設し面談、電話で市民への対

応を行った。なお、この「地震こ対するよろ

す相談」は 5月？5日まで実施した。

一方、会貝より義援金を募り、豊中市、池

田市、箕面市及び朝日新聞大阪厚生文化事業

団へ贈呈を行った。

なお、直後よりの対応は

l月19日 支部長を中心に状況の把握と対応

を相談

?7日 本部への状況の報告

30日 正副支部長会にて対応を協議

E月10日 申告期に当たり、特別班の編成に

ついて正副支部長会にて決定

16日 地震よろす相談開始 3月l5日まで

l BEl 臨時役員会にて地震についての方

針を決定

El日 震災の被災者申告についての震災

特例法の緊急研修会

当支部としては、会員の被災状

況の把握を最重要課題と判断して、

本部と連絡を取りつつ、被災会員

の災害状況の確認について全力を投入して、

そのリストアップに努めた。

被災会員のほとんどの人が事務所が大阪に

あり、自宅が災害激甚地区の近くにあったた

め、自宅損壊への対応に追われている状況で

あった。

したがって、被災会員の災害の程度は全く

把握できす、被害状況の届け出の提出までに

相当なEl数を妻したが、農災後約 lヶ月半の

問に徐々に災害の状況が判明し、自宅の全壊、

半壊及び一部損壊の被害を蒙った会曇より災

書状況の届出書を提出していただき、自宅の

建て替えが必要な会員花名に対し、 1人5万

円也の御見舞金を贈呈した。

① 新年講澳会並びに新年懇談会

の中止

⑫ 親睦囲碁大会並びにボウリン

グ大会の中止

⑬ 支部会貴の被災状況の把握と支部会員の

お見舞い

④ 阪神・淡路大震災躙時特例措置の研修会

の開催 (7.2.l4・2ll

⑮税金よろす相談所 (E.ll~ E. 15、2.

16~ 3. 15、3. 16-3|）に延べ41名を派還

⑮ 広域申告相談センターに延べ113名を派

遍

① 平成7年 1月20日開催の新年

憩談会の会費免除の件

被災指定地域に居住する会員

は当日会費を免除した。

＠ 被災地域に居住する会員全員に見舞金と

してそれぞれ3万円を贈る（平成 7年ビ月

19日）

①平成 7年 1月包日 震災によ

り死亡された会員配偶者の小野

市の避難先での葬儀に正副支部

長？名参列。

＠ 平成 7年？月13日～15日に本部の行った

「税金よろす相談所」へ会員 8名を派遺し

た。

⑲平成 7年E月下旬被災会員 3名（全壊

E、半壊 l名）にお見舞金を各事務所に届

ける。

④ 平成 7年ビ月下旬 本部の行った畏災義
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援金募金の協力方を全会員に要請、相応の

成果をあげた。

⑤平成 7年 2月24日 浪速郵便局？階ホー

ルにおいて緊急研修会を開催（震災関連税

法、源泉税の期限延長）出席者68名。

⑮平成 7年4月lD日 かんぽセンター 5階

会議室で税法研修会を開催（畏災関連税法

〈前回以降分〉と実務上の取り扱い）出席

者55名

① 厚生委員会による被災状況の

調歪

⑫ 被災会員へ災害見舞金

⑬新春研修会 支部会員有志による義援金

募集。 10万円を日本赤十字社に送金

＠ 読売新間社主催「移動相談所」へのボラ

ンティア募集。 14名を現地へ l月26日より

E月12日まで派遍

所

① 支部会員、準会員の事務所お

よび自宅に電話にて、殺災状況

を把握した。

① 阪神大腰災にかかる税法特別

研修会

？月15日0J<)於・淀川府税事務

東淀川税務署職員向けの研修会

13時～17時（ビ時問を E回）

支部会員に緊急連絡して、特別参加165名

出席

⑬ 同「住宅家財等に対する損害額の簡易言t
算」特別研修会

E月17日命於・淀川府税事務所

束淀川税務署職員向けの研修会

l4時～lB時 (l時間を 4回）

当日、支部役員へ緊急湮絡して特別に参

加。？0名

後日の「闇易計算」研修会の講師となる

⑲ 同「住宅家財等に対する損害額の筒易計

支部の対応・施策

算」特別研修会の開催

2月23日困、 24日（金

於・淀川府税務事務所 会議室

いすれもID時30分～12時まで

2日閻161名出席

（緊急連絡して開催通知した）

＠ 対策本部への対応

01月3l日閃

税金よろす相談所（移動相談）分

2月l2日～15日の間

16名派遅者名簿の報告

0 3月8日因

ホットライン本部当番分

3月16日～31日の閻

ll名派遍者名簿幸履告

04月28日命

兵庫県住宅総合相談所開設に伴う相談具

の派遣要請 (5月 l日～31巳の間） 24名

派遣者名簿報告（実数13名）

① 会員の被災状況の支部会員へ

の仮報告

平成 7年 l月24日開催の税務

懇談会に於いて次のとおり会員よりの被災

状況を報告

ィ．本日までの受幸尉告数 41名

内、被害なし 33名

破害あり 8名

ロ．被害の内容

0事務所の被害など

什器類に若干の被害 l名

コンピューター損傷 l名

0居宅の被害

全壊 2名

半壊なし

一部損壊 6名

0身体の被害

会員、軽傷 2名
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家族、軽傷 l名

翌） 会関の被災状況の支部会員及び本部への

報告

イ．平成 7年 1月30日本部へ支部会員の液

災状況報告

住宅一邪損壊 12名（含、会員軽侮

者 1名）

全壊 2名（含、会員軽傷

者 1名）

合計 14名（含、準会員 2 

名）

ロ．平成 7年 2月27日開催の研修会に於い

て会員幸団告に基づく被災状況報告

（報告内容）
会員数 報告数

被害なし被害あり

正会員 147 I 00 88 12 

準会員！ 25 16 14 E 

計 172 116 I 02 14 

八．平成 7年 6月 2日開催の支部総会に於

いて、本部へ提出された被災状況申告書

に基づく報告をした。

自宅の全壊 ビ名

半壊 2名

一部損壊 ？名

計 6名合

⑬ 義援金の募集

平成 7年 1月24日開催の税務懇談会の席

上、会員より支部被災会員に対する義援金

を、募金箱へ投入する方法により募集。

＠ 支部被災会員への対策

平成 7年 1月24日の支部会員よりの募金

と支部会計の資金を加え被災会員へ見舞金

を贈呈

全壊会員 2名各ID万円

半壊等会員 4名各3万円

固支部全会員に対する、税制上の特例措置

の周知等に関する取組み

〇 平成 7年ビ月14日「兵庫県南部地震災

害の被災者等に係る所噂税等の対応につ

いて」を発送

〇 平成 7年ビ月？l日付で、「兵庫県南部地

雲災害の被災等に係わる所得税等の特別

立法の研修会のお知らせ」を発送。

〇平成 7年？月27日午後 4時～ 6時

旭産業会館に於て、旭税務署担当者に

よる研修会開催

〇 平成 7年 3月15日「第 E次阪神・淡路

大震災に関する税制上の対応についての

タックスアンサーコード設置について」

を発送

〇 平成 7年 5月E3日「阪神・淡路大需災

の税務上の取扱に関する要望書に対する

回答書について」を発送

〇 平成 7年 5月末日「阪神・淡路大農災

の税務上の取扱に関する要望書に対する

回答書について（第 E次）」を発送

① 被災状況報告提出方要請

⑬ 本部の義援金募集に対する協

力方要請

① l月E9日開催予定の研修会及

び新年会を研修会のみとし、新

年会を中止した。

なお、当日研修会会場で義援金を募るこ

ととした。

⑮ 現地（神戸地方）の被災会貝の状況に鑑

み、税務相談及び確定申告の時期の応援に

最大限協力することを決議した。

⑲ 支部として義援金20万円を本部に拠出す

ることを決議した。

④ 会員からの義援金3,481,ODO円を本部に

送付した。
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⑦ 平成 7年 l月20El 全体集会

の会場において、全員に被害状

況の報告用紙を配布し、被害状

況を報告するよう支部長から謡明を行なっ

た。同会場において災害義援金を募集し、

N日Kを通じ日本赤十字社へ届けた。

⑮ 全体集会に欠席した者に対し、被害状況

の報告用紙を送付した。

⑲被害のあった者に対し、支部長が直接に

電話し、お見舞い申し上げるとともに、被

害状況の細那まで確認した。

① 平成 7年度の基本方針

混乱から復興に向けての活動

の中で、「会員の業務支援、被災

地納税者に有用な情報の提供や支援施策」

の基本方針を立て、各委員会が貝体的な支

援策や支援施策を企画立案した。

虐平成 8年度の基本万針

直前の確定申告期の支援で当面の大きな

事業は一段落したので、本年度の被災者に

対する確定申告期に対する支援は、ほぼ山

を越えたと理解しているが、「復興に向かっ

ての被災者支援は、今後も継続的に取り組

んで行かねばならない。」また「会員の業務

支援についても、引き続き支部活動の課題

として取り組んでいく。」さらに重点施策と

して、この震災の貴重な体験を、我々の将

来、また他の税理士会の今後の資料として

残していくことも私たちの責務の一端と捕

ス、「震災税務の資料集」を作成する。

① 平成 7年度

会貴の大半が被災。会員との

連絡を密にし、被災された会員

支部の対応・施策

が 1日も早く、正常な職務が行なわれるよ

う、各委貝会の迎営において、これを反映

させるものである。

⑫ 平成 8年度

大筋において平成 7年度のとおり。

① 平成 7年度

〇 被災した支部会員に対する見

舞金の贈呈

〇 震災に伴う漿付申告者等の被災者に対

する積極的な税務援助の実施。

〇 雑損控除等の震災関連税法の取扱につ

いて会晨に対して、周知徹底をはかるこ

と。

＠ 平成 B年度

需災による被災者の救援措置等について、

積極的な活動を推進する。

~- 0 確定申告期直前の震災であり、

被災納税者への税務相談援助は

当然の義務として実施しなけれ

ばならないとの前提のもとに対策を協議し

た。

支部会員の大多数が被災者であり、当面

会員の被災状況を確認しながら、担当可能

な会員数を把握しつつ税務署の設置した相

談会場の規模に合わせた派運要員の確保に

努める。

〇 被災会員への救済について当局及び本部

に対し支部運絡協議会を中心に要請を行な

つ。

〇 阪神大震災後の復興に税理士

として役立てるように、支部会

員に適確な情報を提供し、税理

士の社会的地位の向上に努める。

平成 7年2月28日実施した平成 6年分所得

税確定申告の取扱い、その他各税の災害関

係の処理方法の説明に基づき、 3月より開

始した「被災者のための税務相談」を最優

179 



180 

先業務とした。

〇 支部の機能の充実と被災者へ

の対応。

① 平成 7年度

激動する経済情勢や高度情翰

化吐会への対応もさることなが

ら、阪神・淡路大震災の後選症に対する福

広い援助対策等、多様な活動を行なう。

◎ 平成 8年度

阪神・淡路大畏災の混乱からようやく抜

けだしたと思われるが、なお一部には、そ

の後遺症に悩む会員や納税者もあり、その

要請に応じて適切な援助活動を行なう。

会務については、会貝相互の融和を図り、

明確な還営を心掛ける。

冷① 平成 7年度

目前に控えた確定申告期を、

支部会員全員が被災者でありな

がら、税理士としての社会的責任を果すべ

＜協力することとし、被災者の心情を損ね

ることなく、この繁忙期を乗り切ることと

した。また支部に寄せられだ情報は逐ー会

員に連絡し、会員よりの情報はすべて事務

局に連絡することとして、混乱を起こさな

いこととした。

〇 救援活動の本部の対応策の全

貌を把振し緊急の役員会を関催

9筑啜`い&-；唸菌＂ し、阪神・淡路大震災に対する

支部としての対応について、当面する諸問

題を協議決定した。

会員全員に対し、当該協議事項等の通知

文書を発送し、協力を求めた。

〇 役員会において、総会準備ならびに阪

神・淡路大震災の救援活動等の総括をした。

① 平成 7年度は特に阪神・淡路

大震災の被災者に対し、適切な

施策。

⑬ 平成 8年度は本来の基本に戻る。

会貴の資質の向上及び業務の改善、職域

の確保拡充を図る。

消費税改正および商法改正について会員

への研修を十分に実施する。

地域社会への貢献。

〇 従来、支部運営に関しては今

回の阪神・淡路大震災の様な大

慾 災害を想定した防災対策は考慮

していなかったが、今後は何等の形で支部

運営の基本方針の中に防災対策マニュアル

を折り込む必要があると思われる。

令回の大地震を貴重な体験として、支部運

営上の基本的な指針として震災時の事務所

の危機管理の対策を考慮すべきである。た

だ立派なマニュアルがあっても災害に対す

る心構えは、事務所自体が徹底的に自助努

力をして災害に備えるべきではないだろう

か。

現在のところ、地震及ひ各災害の予知は

殆んど不可能と思われるので、それを前提

に平常から基本的防災マニュマルを作成し

ておく必要があると思う。

〇 平成 7・ 8年度においての重

要な点は、阪神・淡路大農災に

よる税務援助対策を重要課題と

して積極的に協力し、税理士に対する社会

的要謂に応えることを重要事項の一つとし

た。

0 連絡網を通じて会員に清報伝

達

当支部では、従来より連絡網

を作成しており、緊急を要する連絡事瑣は、

全てこれを利用している。



0 本部からの指示

本部からの指示に基づき対応する。

〇 平成 7年分個人確定申告期に

おける税務援助対策について

阪神大腰災被災地域納税者に

対する救援対策としての「税金よろす相談

所」派遣人員の選定（支部割当人具27名の

確保）

上記はすべてボランティアとする。

全会員に対し要請文書を発送するととも

に回答を求めた（年齢制限なし）。

〇 平成 7年分個人確定申告期における税務

援助の見直し

〇 近畿税理士会阪神大震災救援

対策本部の方針に従い支部運営

を行う。

〇 税理土会の社会的賣務として各種要請に

積極的に取り組む。

① 平成 7年度

さし迫った確定甲告期の税務

相談には、多数の来場者がある

ことが予想されるので、会場の問題、人員

の配置署との協議等を数回行った。

⑫ 平成 8年度

前年度同様、確定申告期の税務相談には

多数の来場者があることが予想されるので、

前年度同様の対応のほか、税務署、地方庁

に講師派置を依頼し、研修に特に力を入れ

た。

また本部が行う「広域申告相談センター」

担当税理土への応募を呼びかけるとともに、

支部が行う税務相談にも例年以上の協力を

要請した。

支部の対応・施策

平7.I. 25 正副支部長会を開催

4名出席於松枝

事務所

近畿税理上会神戸支部震災対策

本部を設菫。

本部に対する要望

I.災害損失を受けた場合の

租税の減免、納税猶予等は

その損失を受けた年分また

は事業年度に限らすにこれ

から以後申告するべき平成

6年分または平成 6年II月

及びl2月決算法人について

も遡及して適用されたい。

2.申告期限の延長を決定さ

れたい。

3.法人税法における所得税

の還付、欠損金の繰り戻し

還付の停止措醤を解除され

たい。

4.被災税理土が閃与する納

税者の調査を見合わせるこ

と。

5.被災税理土に対する融資

を早急に実行されたい。

平7.I. 27 税務相談を実施「兵庫県南部中

-3. 31 小企業総合相談所」於 神戸市

湮業振興センター 58名（内神

戸支部57名）を派這

平7.l. 27 税務相談を実施「緊急市民相談」

~2.28 於神戸市外国語大学 86名

（内神戸支部40名）を派還

平7.2. 4 マスコミヘの対応

サンテレピより震災関連番組
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に対する出演依頼があり、佐

藤庸安副支部長が出演した。

N日Kの取材に境一燦支部長

が応じた。

平7.2. 13 会員への緊急運絡

確定申告書の交付を税理土名

で請求できるよう神戸税務署

へ申し入れ、「確定申告書の受

取り方法について」を発送

平7.2. 16 税務相談を実施「税金よろす相

~3.l7 談所」於 近畿税理士会神戸支

部及び神戸納税協会 9名を派

遣

平7.2. 20 税務相談を実施「遠付申告等相

~3.3l 談」於神戸納税協会

178名を派遷

平7.2. 22 マスコミヘの対応

~5.El 2月より神戸新聞に「震災

Q&A」を 1回、「震災経営相

談」を 5回近畿税理士会神戸

支部名で掲載した。

平7.3. 8 本部に対する要望

l.本部会費の免除及び再建資

金のための借入金利子の補給

を要望

平7.3. 22 本部に対する要望

I.震災損失の法人税繰り戻し

遷付についての特別措置はそ

の対象となる損失金額が令般

需災による被災資産について

の被害額に限定しているが、

この規定については欠損金の

全部に適用されたい。

平7.3. 23 税理士業務委員会： 「震災後の

税理士事務所」座談会網催

平7.4. 3 税務相談を実施神戸市主催

-6. 30 「緊急市民相談」於 神戸市勤

労会館 25名を派遍。

平7.4. 10 税務相談を実施本部主催「税

~5.E9 金、法律、融資の無料相談所」

於神戸納税協会 l4名を派遣。

平7.4. 10 税務相談を実施 NT丁近畿相

~5.E9 互扶助部主催「確定申告説明会

及び個別相談会」於神戸NT

T会館 l6名を派這。

平7.4. 20 本部に対する要望

l．雑損控除について、り災証

明書の添付を必要とするとか、

一部損壊についての簡易計算

の取り扱いが税務署により異

なる場合があるのでその内容

を確認されたい。

2.法人税等の申告期限の取り

扱いを明確にされたい。

3.債権償却特別勘定の形式基

準について未決済手形も同慟

定の繰入対象とされたい。

平7.5. 15 会員への緊急連絡

「阪神大震災による近畿税理

士会神戸支部会費免除特別規

程」に基づき支部会費免除制

度を全会員に通知をした。

免除申請があった85名について

全貝適用した。（平成 8年度は50

名）

平7.6. 15 本部より受領した義援金のうち

から、災害見舞金として全会員

405名に15,000円を送金した（行

方不明者 E名を除く）。

さらに事務所または自宅が全壊

の会員94名に支部慶弔規程に基

づき災害見舞金20,000円を送金



した。

平7.6. 25 会員に対し「阪神・淡路大震災

に伴う被害状況アンケート」を

実施し、 200名の会員（事務所）

から回答を得た。

平7.7. 24 研修会の開催

「阪神・淡路大震災金融・

税務緊急シンポジウム」を税

務相談研究委員会・税理士業

務委員会・研修委員会と合同

で開催した。

・場所：兵庫県民会館

・参加者： 147名

・講師

金融問題

松田国民金融公廂審議官

橘兵廂票商工部金融課課

長補佐

税務問題

小田部神戸税務署個人課

税第一部門統括官

和田神戸市理財局主税部

税制課指専係長

冨田神戸市理財局主税部

固定資産税課課税係長

佐藤近畿税理士会神戸支

部副支部長ほか

•佐藤庸安会員より、検討事

項の提起がなされ、会場か

ら数多くの罠疑や事例が発

表された。

・内容としては、雑損控除と

りわけマンションの一部損

壊の簡易計算など、取扱上

の問題点が浮き彫りとなっ

た。

また、住民税における、雑

支部の対応・施策

損控除と災害減免の扱いに

ついて、所得税とは規定が

異なり、 ？年に亘って適用

が受けられるケースがある

ことが確謬された。

平 7.8. ID 研修会の開催

需災税程に関連する「改正税

法のポイント」の研修会を開

催した。

・場所：神戸市産業振興セン

ター

・参加者： 95名

・講師

神戸税務署 中野記隈指

奪推進官・中井法人課税

第一部門上席調査官・西

村資産税部門統括官

平 7.9. 14 市に対する要望

神戸市税制課に阪神・淡路大

震災に関する住民税について

下記の要望を行った。

・神戸市理財局主税部へ境支

部長・佐藤副支部長・佐藤

税務相談研究委員長が訪問

した。

•平成 7 年度の市民税につい

ては、平成 6年分の確定申

告の提出を延長している納

税者や、確定申告を提出し

たが税務署で受理されてい

ない納税者に対し、判明し

ている所得を基に賦課して

いるが、市民税の期限延長

は可能かどうかを申し入れ

る。

•これに対して、市民税の期

限を延長希望の方は、申告
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及び納付の期限を平成 8年 司法書土 45件

3月15日まで延長できる旨 平 7.I 0. 7 マスコミヘの対応

の回答を得た。 NHKテレビ神戸放送局の

・住民税の雑損控除と災害減 「がんばろや阪神・淡路大震

免の適用について、もっと 災」の番組に出演した。

納税者に周知させてほしい ・出演者：佐藤敏充会員

旨を要望した。 ・内容：被災者の相談コーナ

平7.9. 14 研修会の隅催 ーで、相続税について回答

阪神・淡路大震災により延長 を行う。

された相続税の申告期限 (lo 「震災による相続税上の特例

月31日）に対応するため「震 措置（申告期限、財産評価等）」

災後の財産評価について」の 「相続税の納税猶予、延納、

研修会を開催した。 物納」

・場斯：神税ピル 平 7.ll. l9 他会からの視察

・参加者： 150名 東京税理士会から副会長以下

・講師：寺岡資産税部門特別 6名が来神され、震災対策の

調査官 参考にするため被災地視察が

平7.9. 18 会員への緊急連絡 行われた。支部長以下 3名が、

9月14日に神戸市より申告及 本部役員 6名、本部事務局員

び納付の期限を平成 8年 3月 l名、西宮支部長と共に被災

15日まで延長することができ 地の実情の説明と被災地域の

る旨の回答を得「市民税の申 案内をし、さらに被害状況資

告等の期限延長の件」を会員 廂を提供した。

に通知した。 平 7.11.24 研修会の開催

平7.9. 30 税務相談を実施専門家 9団体 「阪神・淡路大震災に伴う震

主催「無料合同相談会」於：神 災特例法について」の研修会

戸市勤労会館 20名（内神戸支 を開催した。

部 B名）を派遣 ・場所：兵庫県民会館

・相談件数 175組 ・参加者： 173名

弁護士 89件 ・講師：

公認会計士 6件 大阪国税局所得税課

税理土 38件 白石実務指導専門官

不動産鑑定士 5l件 松村審理係長

建築士 43件 平7.12. 13 県に対する要望

土地家屋調査士 32件 会員より相談のあった個人事

行政書士 l4件 業税に関し兵眉県総務部税務

社会保険労務士 3件 課に質問し要望した。
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支部の対応・施策

・涸人事業税の減免措置につ ポジウムでも提起され支

いて、減免額が第 1期分で 部会報にも掲載していた

は控除されす第 2期分でし が、より詳細な説明を希

か控除されないことの根拠。 望される会員が多く、準

・申告の期限延長している者 備を進めていたところ、

が申告書を提出した場合の 本部においても検討が行

個人事業税の納期限と納付 われ、要旨説明の文章が、

方法その他。 本部より会員に送付され

平8.l. 17 税務相談の実施 大丸神戸店主 ることとなった。

~23 催「 l月17日は防災を考える日」 ・ポイントは、個人住民税

6名を派遣。 における、条例による災

平8.l. 25 研修会の開催 害減免扱いと雑損控除の

「被災者支援のための確定申 選択ないし併用による仕

告相談の留意点説明会」を開 方によって、損得が生じ

催した。 るためこの内容の確認を

・場所：楠公会館 行った。

・参加者： 168名 平B.2. l 税務相談の実施

（内容）
-3.15 平成 7年分「被災者のための

・所得税について期限延長、 確定申告相談」を実施し、相

平成7年分の雑損控除と 談期間を E月 1日から 3月15

災害減免法の適用、翌年 日まで行った。

以後へ繰越す雑損失の金 平8.2. 5 会員への緊急連絡

額、資産損失と災害関連 「平成 8年度分住民税申告の

支出、雑損控除の筒易計 取り扱いについて」の見出し

算その他。 で所得税確定申告書の提出前

・個人住民税について災害 に住民税申告書を提出しなけ

減免条例と雑損控除。 ればならないこと等を会員に

・個人事業税について期限 通知した。

延長分の納期限と災害減 平B.2. 23 マスコミヘの対応

免。
~E6 兵廂県第 l支部連合会が税理

平8.l. 26 会員への緊急連絡 士記念日に際し神戸新聞紙上

「被災地における個人住民税 に「被災地の復興をめざして

の災書減免条例と雑損控除の 税理士は応援します」との広

取扱いについて」を会員に通 告を行い、支部はその企画立

知した。 案に参画した。

（内容） さらに「税金ll0番」をE3日、

•平成 7 年 7 月の緊急シン 24日、 26日の 3日間電話相談
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を実施し、支部から18名の相

談員を派遭した。

神戸支部の相談件数は57件で`

あった。

平8.2. 24 マスコミヘの対応

N日Kテレビ神戸放送局の

「がんばろや阪神・淡路大畏

災」の番組にて、近畿税理士

会神戸支部より被災された方

の平成 7年分確定申告の留意

事項というタイトルで放映さ

れた。

① 支部に交付された義援金のう

ち、平成 7年度分支部会黄に

I. 062. 000円を充当した。

⑲ 平成 7年5月開催（定例）の税務署との

支部懇談会を、被災状況等を考慮し中止し

た。

⑲ 納税協会等が開設した税務相談所（主に

災害に関する相談）に、積極的に会員を派

遠した。

④ 平成 7年度は、毎年実施していた春秋の

ゴルフ大会及び秋の親睦旅行を中止した。

① 被災納税者への税務相談を早

急に実施するため、特別立法の

会員への周知が急務であること

から、当局に於いてもその取扱いについて

十分な検討がなされていない時期にもかか

わらす、強くその必要を説明し、急きょ 2

月28日に震災に関連する特別法についての

研修会を全支部会員を対象に実施した。

⑮ 被災会員に対し、復旧資金の有利な調達

等について、兵庫瞑第一支部連合会を通じ

て本部からも各金融機関に強力に働き掛け

るよう要請した。

基本方針に則っとった被災後の

貝体的施策というものは、特別行

わなかったものの、会員相互の対

話と協調については、これまで以上に配慮し

た支部運営を志した。

① 副支部長を 3人より 4人とし

て、各人 E委員会を担当。正副

支部長会を常時開催する。

＠ 業務委員会を新設する。関連諸団体との

連絡や税理士業務の研究にあたる。

⑲ 研修事業の充実。研修会を 2ケ月に 1度

の割合で開催、会員の意志の疎酒をはかる。

＠ 厚生事業の縮小。ファミリー旅行、ゴル

フコンペ、魚釣、ソフトボール等の中止。

⑮ 被災者への税務相談の拡大。当支部会館

での無料相談のPR。支部連と協力して、

電話ホットラインの開設。他業士との合同

の相談会場設置。関連団体、市役所等への

出張相談等を実行。

被災当初の支部の調査では、被

害軽微という判断で支部としての

会員に対する直接的な救援対策は

とらなかった。

しかし、後々になって本部からの彼害状況

の回示や会貝から寄せられた情報と照合した

結果、大きな破害を受けた会員がおられるこ

とが判明してきた。

これは当初、連絡手段の混乱もあったが、

日本人特有の生来の気質と言うのか、他人に

は迷惑をかけたくないという気持が働いて、

直接会務などで接触する支部には被害を小さ

く報告して来たなど、実際の被害状況把握に

困難をきたした。

一方、本部からの調否には気軽に被害実屑

の報告をしていたと思われるものがある。

このような被害調査の場合、支部直接より

会員から見てワンクッションを置いた本部へ



の方が多少のタイムロスはあっても実情に合

った報告がなされて有効なのではないかと考

える。

2月16日から 3月15日まで被災住民を対象

に「地震よろす相談」を実施し、その後有志

を募り 4月4日から 5月25日まで再び相談を

実施した。

また、会員より義援金をつのり、支部の履

する行政区域 3市に救援金として贈里した。

令回の大震災に遭遇して特に感

じたことは、地窟発生の初期段階

での正確な情親の把握が如何に困

難であるかということであった。一部の地域

を除いては、電話・テレビ等はほとんどその

機能を停止し、そのうえ交適期間の麻痺、追

路の損壊及びライフラインの破壊等々、まさ

に戦時の空襲被害後の状態であった。

この貴重な体験をもとに次の施策を考える

べきである。

① 情報伝達機器の確保として携帯電話の

常備。将来的にはパソコンネットワーク

の活用。

⑫ 事務所での災害に対する心構えをマニ

ュアル化すること。

⑤ 顧問先への対応として、顧問先との連

絡及び預かり資料の災害からの防護。

上記の各対策をもとに事務所単位で防災対

策を確立し、所長以下各職員が基本的防災の

ルールを習得する事が大切である。

① 対策本部よりの各種要請に対

し支部会員の積極的な協力を促

した。

⑲ 被災会貝に対しその被災程度に応じ見舞

い金（総額50万円）を贈呈した。

⑲ 当面の支部旅行等の厚生事業を自粛した。

支部の対応・施策

① 自宅別の電話連絡網

支部の会員名簿が、事務所所

在別の班編成で会員の電話運絡

網を行うようになっているので、防災対策

用に、自宅別の電話連絡網の作成が必要で

ある。

⑲ 支部事務局の酎震性強化

支部事務局の被害が少なかったことによ

り、役員等の事務局づめなど対応が出来た。

耐震性を考虐した備品等を備える。

⑲ 支部連合会の体制の整備

神戸市や兵庫県からの税務相談の要請が

神戸支部にあり、また、市や漿に税制措圏

などを要望することもあった。神戸支部は、

神戸市中央区のみの範囲であり、地方自治

体の範囲から見れば、支部連合会で対処す

べきであるが、今般の震災時のように、連

合会内の意見調整等ができる状況でない楊

合もあり、緊急対応出来る体制を整えてお

く必要がある。

一 ① 当支部では、支部事務局の設

置がないため、これに対する防

災対策はない。

⑮ ただ納税者から預かっている主要文曇等

については、ごの災害を教訓として保管場

所等には、常に十分配慮しておく必要があ

る旨会員への周知を図る。

巴如ー慾 ① 被災直後は、役員20名の会議

を開催する場所が全くなかった。

⑫ 2月l4日垂水漁港で開催した

被災関連研修会は、時期的に十分な研修と

ならなかった。

⑬ 電話、郵便が十分活用出来ない時期のこ

とを考え、ロコミによる連絡網等を平素か
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ら整える必要があると考える。

① 支部機能が全く麻痺した場合

は、本部が直接指押することが

必要である。

＠ テレビ・ラジオを充分活用し、地域の状

況を的確に把握すると共に、先す近隣会員

安否の確認（自転車等による）と共同歩調

を取る。その中でリーダーシップを取れる

会員がとればいい。速やかに本部に連絡す

る必要がある。

⑲ インターネットの活用による湮絡網の整

備が急がれる。

支部会員との電話連絡網の整備。

正副支部長会の随時開催により、

早期なる意思決定をはかる。

平成 7年10月 支部会館（支部

事務局）の竣工と同時に、建物火

災保険に加入し、地震保険を付保

した。

支部としての会員の安否確認、並びに被災

状況の把握方法を確立したい。

当支部は、被災地域にある支部

の中では、比較的被害の少なかっ

た支部であり、現在までのところ

特別の防災対策は講じていない。令回の震災

で感じたことは、との支部でもそうであった

ように、先す、会員の安否確認のための連絡

手段の確保である。

令後、当支部でも災害対策小委員会（仮称）

なるものを設面して、現在、支部にある電話

連絡網を検討拡充するとともに、農災に限ら

す台風や火災等あらゆる災害を想定した問題

を常に励議し、災害対策に関する知識を蓄積

していきたい。そして、この小委員会は、有

事の時には直ちに対策特別委貴会として拡大

し、援助活動ができるように諸則を整備し、

会員のコンセンサスも得ておきたいと思う。

また、本部自体が被災した場合を想定して本

部機能をバックアップする機能を、いすれか

の地域におくべきでないかと思う。

① 令回を教訓に各事務所ごとの

防災対策を実行するとともに、

会員の被害状況等の把握の方法

を考える。

現在の互助会組織もその援助対策の一部

に組み入れる。

⑫ 現在の運絡網を利用し早急な救援活動が

実施できるようマニコアル等の作成を検討

する。

⑲ 地域社会の一呉として若手中心のボラン

ティア等を組織し緊急の援助活動、長期に

わたる援助活動、職能およびそれ以外も含

めて検討する。

防災対策としては、ます第一に

正確な情報の入手方法である。

今回の大地震でも、震度・被災

地の状況・被災者数等の膚報が極めて曖昧で、

災害の確認に相当時間がかかった。正確な清

報の把握をし、流言飛語に惑わされることの

ない様にすることは大切であるが、伺より注

意すべき事は災害発生に備えて自宅及び事務

所それぞれに防災及び災害発生時、災害発生

後の対応を考えておく必要がある。その為に

は、防災対策における具体的施策に基づいて

非常用品のリストを作成し、自宅・事務所に

おける防災対策を考慮すべきである。

（参考資料）

自治省消防庁震災対策指導室刊行

「地震防災の心得」一備えて賢く生きる一

当支部の特性として、当地区内

在住者は数名に過ぎす、ほとんど

の会員が当地区外からの通勤者で

あるので、専ら事務所のみの防災対策を考え

ることとなる。当面最大の関心事は、顧問先



から預かっているデーターの保護である。メ

ーカー各社がこれについて既に対応を考慮中

である。

〇 物理的に電算機に与える振動の軽減吸収

に関する器具の関発。

〇 光磁気デイスクによるデーターの吸い上

げ或いはフロッピーの耐火耐雲金庫への保

管などである。

支部としてこれらに関する研修会を持つこ

とを考えてみたい。事務所機械及び上記デー

ターの整備対応を本会に函つていただくよう、

要望することも、支部として必要なことかと

考えている。

災害発生時の連絡病を前もって

定めておく。

最近発達してきた携帯電話の連絡

網を作成するのも一案かと思う。

① 災害等緊急時における支部連

絡体制の確立

合回の震災を通じて感じたこと。

① 各会員の事務所、住所は名薄

でわかるが、実際に行くとなる

となかなか見つからない。あらかじめ、事

務所、自宅の略図を事務局等に提出するよ

うにすると便利である。

⑬ 被災者が事務所、住所地を離れるケース

が考えられるので、その場合必す避難先ま

たは連絡先を支部長または事務局に連絡す

るよう、事前に全会員に徹底しておくべき

である。

支部の対応・施策

① 被災状況と修復費用

事務局の建物は、賃借りのた

め直接の修復費用は不要でした

が、エアコンの修復に100万円ほど必要であ

った。

◎ 機能が同復するまでの状況と期間

事務局の職員宅が全壊のため避難して、

出勤できないため、役員を中心に会員が事

務局詰めを 1月？6日から 3月3l日まで延べ

陀6名が担当した。

① 被災状況

〇 事務所は幸いに大きな被害は

なく内部の什器・備品が倒れた

り、移動したりで足の踏み場もなかった

が、 3人で 1日程度で片づけられた。

⑮ 機能回復までの期間

〇 電気回復約 E週閻、水道回復約ビヶ月、

事務所再開 E月El日より、ガス回復約 3

ヶ月

事務所機材（ファックス、コピ

ー等）の損壊、書胴の倒壊。

修復費用は支部義援金の範囲内

でおさまる。

支部事務局の被害状況と修理費

用について

テレビ、本箱、応接セット等の

一部が壊れたがそのまま使用している。

コピーについては約10万円の修理費が必要

であった。

当支部の事務所は、比較的新し

いビル内にあるため、ほんの軽微

な被害に止まり、機能回復に時問

は要しなかった。しかし、交通・通信など外

的要因により、被害直後は100％機能したとは
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言えない。

一部ロッカー等の破損のみで修

復費用等は芍になし。

事務局員が 3日程交通手段の不

通で出勤不能であったためその期間、役員が

各自の事務所で対応する。

支部事務局は、東淀）1|納税協会

lF部分約十坪を光熱費込み月額

ゴ l0万円で賃借している。

被害状況

① 天井が、一部めくれたが、役員がハン

マーで修復。

◎ 前回ガラスがヒビ割れているが、ガム

テープでおさえたまま l年半経過。



災
害
時
の
緊
急
管
理
体
制

地震国日本にあっては、いつ、どこで大地

窟が起こるか分らない。近畿に住む多くの

人々は、関西ては大地震はないと高をくくつ

ていたが、それは全く幻想にすぎなかった。

このいつ起こるか分らない非常事態にどれ

だけの哺えをすべきかは、その備えをしよう

とする者の径済力を中心とした砲合的な力塁

を踏まえた上で決定される。その者の資力を

逸脱した準備は机上の空論となる。しかしな

がら、その一万では、危授管理の問題は、単

に経済的合理性とは異なった次元において検

討されるへき要素かあることも留意すへきて

あることから、緊急管理体制のレペルは、税

理士会が社会から要請される程度と会員から

要請されるレベルを計りながら、総合的な判

断をしなけれはならない。

非常時における危機管理体制について、近

畿税理士会では、禾だ全く手つかすの状態に

ある。したがって、ここては非常事態に備え

予め整備しておくへき事柄を掲記し、もって

今後の検討の参考に供することとしたい。

策対災防の

理

部

管

本

機

会

危
士
に

理
び

税

並＇ 税理士会本部の防災対策

並びに危機管理

税理士会会員救援のため

の体制

被災者救援のための体制

r，L緊急制度要請についての

あり方

危機管理に関する財政上

の措置

il危機管理マニュアルの骨子

1 本部被災の場合

近畿税理士会本部は、今回の兵庫県南部地

震による被害はほとんとなかった。しかし、

この本部が壊滅的被害を受けることを想定し

て、その防災対策を講し、かつ被災した場合

の管理体制を整えておくことが必要である。

事前の防災対策としては、 A 重要書類等、

現預金、有価証券等の防災管理、 B.コンビ

ュータの防災管理、 C.事務局内の備品類の

倒壊防止対策、 D.防災マニュアルの策定、

E.防災事務所の研究、 F．防災訓練の実施
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等が考えられる。

災害発生後の危機管理体制としては、 A.

本部機能の移転のための体制整備、 B.災害

（救援）対策本部の設置についての機構整備、

C.本部役員・事務局の連絡網の整備、 □.
他の税理士会及び日本税理土会連合会との連

携体制の整備等について十分な準備をしてお

く必要がある。

これらのことは、支部での防災対策として

もほぽ同様のことがいえよう。

2 支部被災の場合

被害が、本部のある大阪以外の京都、兵庫、

奈良、和歌山、滋賀で大規模な被災が発生し

た場合には、今回の経験に学んで、被災地に

災害（救援）対策本部の現地本部を設圏する

必要があると考えられる。被災後の管理体制

の要点は、ます情報の収集と現況把握である

が、これらは被災地でなければ掌握できま

後方の本部では刻々と変わる詳細な情報は収

集できない。

また、大災害はその物理的被害のすさまじ

さと同時に、被災による精神的ショックが大

きいことは令回の災害からの教訓である。早

急な現地での支援体制の確立は、会と会員と

の信頼関係にとって璽要な要素であるととも

に、現地本部の設置そのものが救援効果を生

み出すものであることを認識する必要がある。

今回は、被災地に災害（救援）対策現地本

部を置く機会を逸したため、必要な情報は被

災地支部に依存せざるを得なかった。

この結果、被災後、数年にわたって発生す

る納税者支援のための効率的、かつ適切な施

策も、被災地支部の協力を得なければならな

くなり、被災地支部は自らの震災復興と重な

って、その負担が璽くなった。

このような経験から、被災後早い時期に、

被災地に災害（救援）対策本部を置き、被災

を受けていない地域から人材を送り込んで管

理体制を敷くことが重要である。

災害（救援）対策本部の設謳・運営につ

いての諸規定の制定

阪神・淡路大震災に対する対応として、近

畿税理士会は、超法規的に救援対策本部を設

置して会員の救援事業を実施した。しかし、

この救援対策本部の設直そのものについても、

機関決定手続を経ての措置であった。

非常事態に即応するためには、会長または

会長職務代行者に非常時権限を認め、その判

断により災害（救援）対策本部の設置・運営

が行えるよう予め会則等諸規定の整備を行う

必要があると思われる。

E 会員との通信連絡網の整備並びに通信連

絡のマニュアル化

税理土会にとって、被災時の会員に関する

正確な情報の収集が第一の重要課題であり、

そのためには、次のような体制を普段におい

て確立しておくことが必要である。

(l) 支部における班の編成

各支部において、支部会員に応じた機動

性ある班を予め編成し、連絡網（電話、フ

ァックス）を整備しておく。

すでに事務所の編成はほぽ出来ているが、

今回の経験から、住所地における班編成を

非常時用として整備しておくことが大切で

あると思われる。

(2） 緊急時の連絡先リストの作成

災害時、会員本人に直接連絡をとること

が困難な場合に備えて、会員情報の得られ

やすい、たとえば、別居の両親、兄弟、親

友等のリストを作成しておく。



このリストは、支部及び本部に備えてお

くこととする。

(3) 通信連絡のマニュアル化

被災会員は、自己のI青報を誰に、どこに

発信するのかを、事前に周知徽底しておく。

連絡すべき項巨は、どの程度か、その内

容を規格化しておく。

3 大震災共済基金の創設

阪神・淡路大震災における救援の一つとし

て、近畿税理士会は、被災地外の会員に対し

て義援金の募集を行った。この事業推進の過

程で、義援金は被災地の一般の人々に贈るべ

きであるとの意見と、一般被災地には既に他

の団体等の行っている義援金に協力しており、

税理士会の義援金は税理士会巽にのみ交付す

べきであるとの両意見があった。

この意見の対立は、義援金募集に際して、

一般被災者と税理土会会員披災者とを区別し

ての義援金募集の方法をとることにより、こ

れをなくすことはできる。

しかし、現在、逹常の極く小規模の災害等

に対する会員の互助制度として「共済基金制

度」が導入・運用されている考え方をさらに

発展させれば、阪神・淡路大震災のような大

災害に対する基金を別途に設置することが検

討されてよい。

ちなみに阪神・淡路大震災に際して、この

ような大災害を想定していない現行「共済基

金」を取り崩し、被災会員に見舞金として交

付した。

仮に大災害共済基金制度を専入し、それが

実効あるものとして内容が充実すれば、会員

に対しては本共済基金によることとし、一般

被災者に対しては義援金によることとするこ

とによって、より明確に区別することが可能

となる。

なお、大災害共済基金については、現会員

災害時の緊急管理体制

が生存中に起こらないかもしれないような大

災害等に、会具の会費の一部を充当し、かつ

相当な額の資金を滞留させることは問題であ

るとの考えもある。しかし、危機管理は、正

にそのような危機に対する備えであって、経

済的にははなはだ不合理な要素を多分にもっ

ものである。危機に対する備えは、危機管理

をしようとするものの経済力等に見合った備

えをするほかない。

大災害共済基金については、創設そのもの

の可否とその規模とをかかる観点から検討す

べき問題である。

4 税務情報、金融情報等の収集体制

税理士の業務への支援として、税務屑報、

金融情報、雇用情報、その他被災時に発せら

れる各種の清報の収集は、極めて重要な施策

であり、阪神・淡路大農災救援事業として近

畿税理士会の震災税務間報の会員への提供は、

相当なものであったと思われる。しかし、金

融情報雇用情報、社会保険情報等の税務以

外の情報提供は、不十分なものであった。非

常時には、税理士といえども、税務以外のあ

らゆる情報が的確に入手できることがいかに

必要であるか、令回の大災害が残した教訓で

ある。

5 会員に対するポランティア活動の体制

近畿税理士会の阪神・淡路大震災救援事業

の中で、できなかった事業である。多くの負

傷者が発生し、当面の税理士業務の遂行がで

きなかった会員もいたと思われるが、その把

握並びに援助の具体策を打ち出せないままに

推移した。

令回の経験から必要と思われることは、被

災による負傷等で業務維持に支障がでた場合

の相談窓口の設置と、その具体的な当面の業

務救済の方法を検討することなどである。

被災地外の税理士による支援組織（救援部
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隊）の確立が前提となるが、令回のように直

後に確定申告期を迎えた場合にあっては、被

災地外といえども自らの業務に拘束され、他

への支援はかなり困難である。できれば、被

災地での申告期限等の延長措置をその周辺部

に拡大して実施されるよう要望し、もって周

辺部の税理士による救援活動が可能となるよ

うに、法整備の面からの施策も必要となろう。

なお、周辺部への延長措置の拡大は、被災

地納税者の救援に際しても同様の理由により

必要なことである。この問題は今後の検討課

題である。

大規模災害が起こると、企業活動や市民生

活に重大な支障が一挙大菫に発生し、被災地

域のすべての分野に対し、行政はもとより市

民相互の連帯による復興が不可欠となる。

特に、専門職業人は、その職制上からくる

社会的責務を自覚し、積極的にかつ自主的に、

緊急救援や、復興活動に参加していくことが

求められる。

税理士会の納税者支援の施策は、行政各庁

の要講により実施するほか、被災者の利便を

考慮して、本会独自の支援施策も被災状況を

把握した上で、適切に実施しなければならな

い。

さらに、今回のような住宅再建にともなう

事例のような権利関係の様々なトラブルにつ

いては、他の専門家団体と一体となった被災

者支援施策が実施されないと被災者の求める

相談を処理できない場合もあることから、自

由業諸団体との普段における連帯を強めてお

くことが必要である。

このように、被災者に対する総合的な支援

旋策に対する理念の確立と啓蒙、施策の具体

化について、今回の経験を分析し体験を生か

せるように、平時における準備を進めておか

ねばならない。

令回、税理士会は、被災地支部の意見も聴

取し、研修部を中心に税制上の要望をまとめ、

日本税理士連合会を通じて緊急要望を行った。

その多くは実現したが、部分的には実現でき

ないものもあった。

また、税理士業務の関連事項としての商業

登記に関して、株主総会が被災により開催で｀

きなかった場合の救済処置が法的に準備され

なかったことによって、商法上の過料が課さ

れるケースが発生した。この項目については、

どこからも緊急要望されなかった様であり、

専門職制間の谷間の問題であった。

今後は、このような事項の要望漏れを末然

に防止する意昧から、緊急要望に際しては、

専門家諸団体間の協議、調整の機会を持つこ

とが望まれる。

危機管珪に関する様々な施策は、当然なが

ら本部として財政上の負担をともなうことに

なる。このような危機管理にともなう必要財

源は、緊急時に調達することはその実効性が

危ぶまれるので、なんらかの積立基金を準備

することが必要である。

その金額の極度は今後の検討に委ねるとし

て、危機管理のための積立基金の創設、その

ための所要の会則規則等の整備を進める必要



があろう。

財政の裏付けなくしては、施策の実効は不

可能である。

その細目は、震災対策本部の設置と維持費

用、会員のためのボランティア派遷費用、被

災者救済のための税理士派遍費用、情報収集

並びにその発信のための印刷費、郵送費等で

ある。

以上、今回の震災において直面し、体験し

た課題を令後整備すべき事項として以下に列

挙し、今後の検討に供するものとする。

1 災害発生前の体制

(l) 災害対策本那の設薗マニュアルの確定

① 災害対策本部の設置基準

本会会長（またはその職務代行者）

が、次のいすれかの璽準に該当すると

判断したとき、災害対策本部を設置す

るものとする。

イ．震度 6以上の地農が発生したとき

ロ．震度 5以下の地震で、人的または

物的大災害が発生したとみとめられ

るとき

八．災害による人的または物的被害が

規模・程度において甚大であると認

められるとき

⑮ 災害対策本部の設置場所

イ．近畿税理士会本部

ロ．本会会長（またはその職務代行者）

が、本部被災のため当該対策本部を

設置することが不可能と判断したと

きは、次の順序により当該対策本部

の設留揚所を決定する。但し、設置

災害時の緊急管理体制

期間は災害直後の本部機能回復まで

とする。

第一順位京都税理士会館

第二順位神戸支部事務局内（神

税ピル内）

第三順位奈良支部事務局内

第四順佗和歌山支部事務局内

八．披災地に災害対策本部の現地本部

を設薗する。現地本部の構成は、被

災地外の本部役員がその活動の中核

を担い、被災地支部の主要な支部役

貴も構成員とする。

特に被災直後の時期にすみやかに

現地入りし、被災の現状を正確に把

握し災害対策本部に報告し、適切な

施策の実施に寄与するものとする。

◎ 災害対策本部の構成

本部長 本会会長（または会長の

職務代行者）

副本部長本会副会長（会長職務代

行の副会長を除く）

本部員 本会の専務理事及び常務

理事亜びに近畿税政連の幹

事長（またはその職務代行

者）

事務局 近畿税理士会以外におい

て当該対策本部を設置した

ときは事務局長、同次長を

中心に即時体制を組むこと

とする。

＠ 災害対策本部の権限

災害対策に関する一切の権限

⑮ 災害対策本部の設置期閻

イ．本部長が被災地域が一応に落着き

を取り戻したと判断したときまで

ロ．設匿期間後の対策については、そ

のつど検討する

195 
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⑮ 日本税理土会連合会・各税理士会と

の連携体制の確立

イ．塑要書類の複数保管によるリスク

分散対策

ロ．被災者救援のための特別立法等緊

急措圏の要望のための体制確立

侶） 通信連絡網の整備及ぴ通信連絡のマニ

ュアル化

① 班の編成

各支部において、支部会員数に応じ

た機動性ある班編成を整備しておく。

事業所別、ファックス用、住所別の

連絡網を完備する。

◎ 緊急時の運絡先リストの完備

災害後に、会員本人に直接連絡をと

ることが困難な場合に備えて、会員膚

報が得られやすい、例えば、別居の両

親、兄弟、親友等のリストを作成し、

本部及び支部に備えおくこととする。

◎ 通信手段の確保についての検討

携帯電話、パソコン通信の利用

＠ 通信連怒のマニュアル化

イ．会員からの情幸瞑を発信する場合の

宛先の明確化

0災害対策本部

0所属支部の支部長

0緊急連絡先リスト褐載者

ロ．会員（その代理人）から発信する

情報内容の明確化

0会貝の所在

0災害による人的被害の情報

0災害による物的被害の情報

諷他の自由業団体の連携体制の確立

① 緊急制度要請に対する専門家団体と

の緊急協議

⑫ 一般被災者に対する援助のための合

同支援体制の樹立~自由業団体の

個別対応の調整

（参考）兵庫県自由職業団体連絡協議

会による合同相談会体制

阪神・淡路まちづくり支援機

構による出張合同相談体制

(4) 税理士会の防災体制

① 一般的防災対策

イ．専用回線による電話の確保

ロ．書架等の倒壊防止策

八．コンピュータについての防災策

― 事務局の緊急連絡網

ホ．防災事務所の研究、防災教育

へ．防災訓練実施マニュアルの作成と

防災訓練の実施

雹書類・データその他の危機管理

イ．日税連•他会との連携体制の確立

ロ．連携による防災の対象とすべき書

類・データの分別

八．現金・預金・有価証券等に関する

危機管理

(5) 災害対策基金の創設

① 会費より一定額を災害対策基金とし

て積立てる

⑬ 当該基金の給付基準

イ．給付対象

0被災会員への見舞い

0他の税理士会への見舞い

ロ．給付金額

八．見舞金給付の決定一災害対策本部

(6) 防災事務所の研究と防災教育、防災訓

練の実施

① 災害発生時に被害を最小限に押さえ

るための防災事務所に関する研究を行

い、その教育、啓蒙活動を実施する。

防災備品の創作・考案、ガラス類の

飛散防止、備品頚の配置、コンピュ

ータの防災処薗、保存書類、預り書



災害時の緊急管理体制

類の保存方法、税理士事務所の防災

マニュアルの作成

⑬ ]月l7日を防災記念日とする。

⑬ 防災訓練実施マニュアルを作成し、

定期的に防災訓練を行う。

(7) 税務相談その他ボランティア活動に関

する体制の整備

① 非常時における行政各庁との被災者

支援の分担の明確化、支援の範囲

⑬ 税理土の社会的活動としてのボラン

ティア精神の理念の確立

⑬ 被災支部以外の会具による被災会貝

事務所の救援部隊の創設に関する検討

t 大災害発生後の対応

(l) 税理士会内における対応

① 情報収集活動

イ．災害発生日現在における会員の把

握

0所属支部・税理士事務所・住所

ロ．会貝の被災屑報の収集

0被災状況基準の統一（本部・支

部を通じての一貫性）

0関与先の状況も含めて把握する

0見舞金の送付先

八．会員外の被災状況把握

0ライフライン（電気・ガス・水

道・交通網）の被災状況とバッ

クアップ手段

⑭ 被災会員等に対する救援措置

イ．被災会員または被災税理士会に対

する見舞金の給付

0災害対策基金よりの給付

ロ．救援関連清報の提供

0税制等の特例措置に関する情報

提供

0住民税等に対する各市町村の取

扱いについての情報収集とその

提供

〇融資・雇用・社会保険等に関す

る情報提供

0その他国・地方公共団体の救援

事業に関する情報の提供

ハ．会内的特例措置

0仮事務所の許容

0事務所表示板の無償交付

0税理士バッチの無償交付

一 被災会員に対するボランティア活

動

0被災会員事務所の救援部隊の編

成と救援活動

（ビ） 会外的対応

① 税制などの特例措置に関する緊急要

望

⑮ 国・地方公共団体などが行う救援事

業に対する要望

イ．融資

ロ．雇用

ハ．社会保険

二．登記

⑲ 一般被災者に対する救援活動

イ．税務相談

ロ．緊急融資相談

八．義援金

― ポランティア活動

ホ．他の自由業団体との共同行動

へ．その他
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